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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
1 第１章 災害予防対策 

第１節 津波に強いまちづくりの形成  
第１ 津波に強いまちづくり 
１ 津波避難体制の整備 

（１）津波避難施設 の整備 
（略） 
また、⺠間施設の活⽤による津波避難ビルの確保、公共施設の対津波化等を⾏

う。 

1 第１章 災害予防対策 
第１節 津波に強いまち の形成  
第１ 津波に強いまちづくり 
１ 津波避難体制の整備 

（１）津波避難施設等の整備 
（略） 
また、⺠間施設の活⽤による津波避難ビルの確保、公共施設の耐浪化等を⾏う。 

県計画との整合 

1 （２）特に配慮を要する施設の⽴地誘導 
市は、⾏政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ浸⽔の危

険性の低い場所に⽴地するよう整備し、中⻑期的には浸⽔の危険性の 低い場所へ
の誘導を図る。なお、地域の特性に応じた避難関連施設の整備の推進に配慮するよ
う努める。 

1 （２）特に配慮を要する施設の⽴地誘導 
市は、⾏政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ浸⽔の危

険性の低い場所に⽴地するよう整備し、中⻑期的には浸⽔の危険性のより低い場所
への誘導を図る。なお、地域の特性に応じた避難関連施設の整備の推進に配慮する
よう努める。 

県計画との整合 

1 （３）津波避難計画の策定 
ア 津波避難計画の策定及び周知  

市は、県から提供される津波浸⽔想定の設定をもとに、避難対象地域、 避難場
所、津波情報の収集・伝達の⽅法 等を明⽰した、 津波避難計画の策定を⾏うと
ともに、その内容を市⺠等へ 周知する。 

 
イ （略） 

1 （３）津波避難計画の策定 
ア 津波避難計画の策定及び周知徹底 

市は、県から提供される津波浸⽔想定図をもとに、避難対象地域、指定緊急避難
場所・避難施設、避難路、避難経路、津波情報の収集・伝達の⽅法、避難指⽰等の
具体的な発令基準、避難訓練の内容等を明⽰した、具体的かつ実践的な津波避難計
画の策定を⾏うとともに、その内容を市⺠等への周知徹底を図る。 

イ （略） 

県計画との整合 

1 ウ 徒歩避難の原則の周知 
（略） 
検討に当たっては、警察と⼗分調整しつつ、⾃動⾞避難に伴う危険性の軽減⽅策

や、⾃動⾞ 避難による踏切や橋梁、交差点等における渋滞発⽣の可能性を市⺠に
周知し、⾃動⾞避難を抑制するよう各地域で合意形成に努める。 
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ウ 徒歩避難の原則の周知 
（略） 

検討に当たっては、警察と⼗分調整しつつ、⾃動⾞避難に伴う危険性の軽減⽅策
とともに、⾃動⾞による避難には限界量があることを認識し、限界量以下に抑制す
るよう各地域で合意形成を図る。 

県計画との整合 

1 ２ 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく対応 （略） 2 ２ 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく対応 （略）  
- （新設） 2 ３ 所有者不明⼟地の利活⽤ 

【地震災害対策編／第１章／第１節／第１／４ 所有者不明⼟地の利活⽤】を準⽤
する。（地-2） 

県地域防災計画変更の反映 

3 第２節 海岸保全施設等の整備 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第３ 農 業  施 設  農 林 課  （略） 
 

3 第２節 海岸保全施設等の整備 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第３ 農 業 ⽤ 施 設  農 林 課  （略） 
 

県計画との整合  
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
3 第１ 海岸保全施設等の整備 

※参考     宮城県地域防災計画 津波災害対策編２-３の抜粋 
２〜３ （略） 
４ 海岸保全施設被災時の対策 

海岸管理者は、津波により海岸保全施設等が被災した場合でも、その復旧
を迅速に⾏うことができるよう施設の補修⼜は新設の際に構造上の⼯夫に努め
るなど、あらかじめ対策をとるとともに、海岸保全施設等の整備効果が⼗分
発揮できるよう適切に維持管理する。 

５〜６ （略）  
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第１ 海岸保全施設等の整備 
※参考     宮城県地域防災計画 津波災害対策編２-３の抜粋 
２〜３ （略） 
４ 海岸保全施設被災時の対策 

海岸管理者は、津波により海岸保全施設等が被災した場合でも、その復旧
を迅速に⾏うことができるよう施設の補修 に努めるなど、あらかじめ対策
をとるとともに、海岸保全施設等の整備効果が⼗分発揮できるよう適切に維
持管理する。 

５〜６ （略）  
  

県地域防災計画変更の反映 

4 第 2 河川管理施設 （略） 
第 3 農業＿施設 （略） 

4 第 2 河川管理施設 （略） 
第 3 農業⽤施設 （略） 

県計画との整合  
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第 4 港湾・漁港等の施設 
【地震災害対策編／第１章／第３節／第４ 港湾・漁港等の施設】と同様とする。（地-

6） 
第 5 道路施設・防災緑地 （略） 

4 第 4 港湾・漁港等の施設 
【地震災害対策編／第１章／第３節／第４ 港湾・漁港等の施設】を準⽤する。（地-7） 

第 5 道路施設・防災緑地 （略） 

⽤語の統⼀ 

5 第 3 節 交通施設の災害対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第 １  交通施設の災害
対策 

商⼯課、観光 課、⽔産課、農
林課、都市計画課、河川港湾⾼
規格道路整備推進課、●道路課 
 

仙台河川国道事務所、
北上川下流河川事務
所、＿東部地⽅振興事
務所、東部⼟⽊事務
所、⽯巻港湾事務所、
その他関係機関 

 

5 第 3 節 交通施設の災害対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第 １  交通施設の災害
対策 

商⼯課、観光政策課、⽔産課、
農林課、都市計画課、河川港湾
⾼規格道路整備推進課、●道路
課 

仙台河川国道事務所、
北上川下流河川事務
所、南三陸沿岸国道事
務所、東部地⽅振興事
務所、東部⼟⽊事務
所、⽯巻港湾事務所、
その他関係機関 

 

組織変更に伴う修正 
委員意⾒の反映修正 
 

5 第１ 交通施設の災害対策 
【地震災害対策編／第１章／第４節／第１ 交通施設の災害対策】と同様とする。（地-

7） 

5 第１ 交通施設の災害対策 
【地震災害対策編／第１章／第４節／第１ 交通施設の災害対策】を準⽤する。（地-8） 

⽤語の統⼀ 

6 第４節 都市の防災対策 
第１ 市街地開発事業等の推進 
【地震災害対策編／第１章／第５節／第１ 市街地開発事業等の推進】と同様とする。

（地-9） 
第２ 都市公園施設 
【地震災害対策編／第１章／第５節／第２ 都市公園施設】と同様とする。（地-9） 

第３ 津波避難を考慮した都市施設の整備 
１ （略） 

6 第４節 都市の防災対策 
第１ 市街地開発事業等の推進 
【地震災害対策編／第１章／第５節／第１ 市街地開発事業等の推進】を準⽤する。（地

-11） 
第 2 都市公園施設 
【地震災害対策編／第１章／第５節／第２ 都市公園施設】を準⽤する。（地-11） 

第３ 津波避難を考慮した都市施設の整備 
１ （略） 

誤字・脱字の修正 
⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
２ 特に配慮を⽤する施設の⽴地誘導 （略） 
第４ （略） 

２ 特に配慮を要する施設の⽴地誘導 （略） 
第 4 （略） 

7 第 5 節 建築物等の予防対策 
第１ 公共施設の予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第１ 公共施設の予防対策】と同様とする。（地-

10） 
第 2 ⼀般建築物 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第２ ⼀般建築物】と同様とする。（地-11） 

第 3 落下物及び倒壊建物、ブロック塀等の安全対策 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第３ 落下物及び倒壊建物、ブロック塀等の安

全対策】と同様とする。（地-11） 
第 4 ⽂化財の防災対策 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第４ ⽂化財の防災対策】と同様とする。（地-11） 

第 5 津波災害特別警戒区域の建築物の安全対策 
市は、津波災害特別警戒区域の指定のあったときは、 区域内において、津波から

逃げることが困難な避難⾏動要⽀援者が利⽤する⼀定の社会福祉施設、学校及び医療
施設の建築について、津波が襲来した場合であっても倒壊を防ぐとともに、居室の床
⾯の⾼さが津波の⽔深以上となるように制限するなど、施設等の建築物の津波に対す
る安全性の確保を促進する。 

なお、津波災害特別警戒区域の指定がない場合においても、津波による危険の著し
い区域については、災害廃棄物の発⽣を抑制するため、浸⽔対策、鉄筋コンクリート
造等の堅ろうな建築物とするなどの建築物の耐浪化等に努める。 

7 第 5 節 建築物等の予防対策 
第１ 公共施設の予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第１ 公共施設の予防対策】を準⽤する。（地-12） 
 

第 2 ⼀般建築物 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第２ ⼀般建築物】を準⽤する。（地-13） 

第 3 落下物及び倒壊建物、ブロック塀等の安全対策 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第３ 落下物及び倒壊建物、ブロック塀等の安

全対策】を準⽤する。（地-13） 
第 4 ⽂化財の防災対策 
【地震災害対策編／第１章／第６節／第４ ⽂化財の防災対策】を準⽤する。（地-13） 

第 5 津波災害特別警戒区域の建築物の安全対策 
市は、津波災害特別警戒区域が指定されたときは、その区域内において、津波から

逃げることが困難な避難⾏動要⽀援者が利⽤する⼀定の社会福祉施設、学校及び医療
施設の建築について、津波が襲来した場合であっても倒壊を防ぐとともに、居室の床
⾯の⾼さが津波の⽔深以上となるように制限するなど、施設等の建築物の津波に対す
る安全性の確保を促進する。 

なお、津波災害特別警戒区域の指定がない場所であっても、津波による危険の著し
い区域については、災害廃棄物の発⽣を抑制するため、浸⽔対策、鉄筋コンクリート
造等の堅ろうな建築物とするなどの建築物の耐浪化等に努める。 

⽤語の統⼀ 
表現の⾒直し 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
8 第 6 節 ライフライン施設等の予防対策 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ ライフライン 

施設等の予防対策 
●下⽔道管理課、下⽔道
建設課、廃棄物対策課 

東北電⼒ネットワーク
（株）⽯巻電⼒センター、
東⽇本電信電話 (株)宮城
事業部、（⼀社）宮城県
LP ガス協会⽯巻地区各⽀
部、⽯巻ガス（株）、⽯巻
地⽅広域⽔道企業団、⽯
巻地区広域⾏政事務組
合、その他関係機関 

 
第１ ライフライン施設等の予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第７節／第１ ライフライン施設等の予防対策】と同様

とする。（地-12） 
     

8 第 6 節 ライフライン施設等の予防対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ライフライン 
施設等の予防対策 

●下⽔道管理課、下⽔道
建設課、廃棄物対策課 

東北電⼒ネットワーク
（株）⽯巻電⼒センター、
NTT 東⽇本 (株)宮城事業
部、（⼀社）宮城県 LP ガ
ス協会⽯巻地区各⽀部、
⽯巻ガス（株）、⽯巻地⽅
広域⽔道企業団、⽯巻地
区広域⾏政事務組合、そ
の他関係機関 

 
第１ ライフライン施設等の予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第７節／第１ ライフライン施設等の予防対策】を準⽤

する。（地-14） 
この場合において、記述を以下の通りに読み替える。 
・同節第１／３／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編２−８の抜粋」／２（１） 
「耐震化」を「耐震化・耐浪化」に、「地震動等」を「地震動・津波浸⽔想定等」

に、「耐震設計」を「耐震設計や耐浪化の検討」と読み替える。 
・同節第１／３／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編２−８の抜粋」／２（２） 
「液状化対策」とあるのは「耐浪化の検討」と読み替える。 

・同節第１／４／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編２−８の抜粋」／（１）ロ 
「耐震性」を「耐震性・耐浪性」と読み替える。 

・同節第１／５／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編２−８の抜粋」／１（１） 
「⽔防対策を推進」を「⽔防対策や、やむを得ず津波による被災の危険性の⾼い箇

所に設置する場合は、電気通信設備の上階設置等の耐浪性を推進」と読み替える。 
・同節第１／５／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編２−８の抜粋」／４ 
「⾮常電源の確保」を「津波警報等の情報を確実に伝達するため、⾮常電源の確

保」と読み替える。 

県地域防災計画変更の反映 
委員意⾒の反映修正 

9 第７節 危険物施設等の予防対策 
第１ 危険物施設等の予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第８節／第１ 危険物施設等の予防対策】と同様とす

る。（地-16） 
  

9 第７節 危険物施設等の予防対策 
第１ 危険物施設等の予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第８節／第１ 危険物施設等の予防対策】を準⽤する。

（地-18） 
この場合において、同節第１／２／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編２−９

の抜粋」／２の記述「耐震化対策」を「耐震化・津波対策」と読み替える。 

県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
10 第８節 防災知識の普及 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ 防災知識の普及、

徹底 
●危機対策課、保健福祉総務
課、観光 課、⽔産課、河川港
湾⾼規格道路整備推進課、教育
委員会 

（略） 

第２ 市学校等教育機
関における防災教
育 

（略）  

第３ 市⺠の取組 （略） 
第４ 災害教訓の伝承 ●震災伝承推進室、教育委員会 

 

10 第８節 防災知識の普及 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 防災知識の普及、
徹底 

●危機対策課、保健福祉総務
課、観光政策課、⽔産課、河川
港湾⾼規格道路整備推進課、教
育委員会 

（略） 

第２ 市学校等教育機
関における防災教
育 

（略）  

第３ 市⺠の取組 （略） 
第４ 災害教訓の伝承 ●震災伝承課、教育委員会 

  

組織変更に伴う修正 

10 第１ 防災知識の普及、徹底 
１ 職員への防災知識の普及 （略） 

（１）〜（２） （略） 
（３）地震が発⽣した場合に具体的にとるべき⾏動に関する知識（ 後発地震への注意

を促す情報が発信された場合を含む。） 
（４）〜（６） （略） 
（７） 後発地震への注意を促す情報及びこれに基づきとられる措置に関する知識 
 

（８） （略） 

10 第１ 防災知識の普及、徹底 
１ 職員への防災知識の普及 （略） 

（１）〜（２） （略） 
（３）地震が発⽣した場合に具体的にとるべき⾏動に関する知識（北海道・三陸沖後発

地震 注意 情報が発信された場合を含む ） 
（４）〜（６） （略） 
（７）北海道・三陸沖後発地震 注意 情報及びこれに基づきとられる措置に関する知

識 
（８） （略） 

地震編との整合 

10 ２ 市⺠ への防災知識の普及 
（１）防災関連⾏事の実施 

ア 総合防災訓練、講演会等の実施 
市は、市⺠ の防災意識の向上を図るため、防災関係機関と連携し、総合防災訓

練、防災に関する講演会等を実施する。 
実施に際しては、広報誌、パンフレット、新聞広告及びインターネット等の多種

多様な広報媒体を活⽤し、広く周知させるとともに、市⺠ の積極的な参加を呼び
かける。この際、防災関係機関もこれらの⾏事に積極的に参加し、各々の役割等を
市⺠ に周知させる。 

イ 防災とボランティア関連⾏事の実施 
市は、毎年１⽉ 15 ⽇から 21 ⽇までの「防災とボランティア週間」、１⽉ 17 ⽇

の「防災とボランティアの⽇」にも広く地元住⺠を対象とした、防災関連⾏事の実
施に努める。 

ウ 東⽇本⼤震災発⽣⽇の位置づけ検討 
市は、東⽇本⼤震災の教訓を忘れず、 津波への備えを普及・啓発するため、そ

の発⽣⽇(３⽉ 11 ⽇)の位置づけについて検討する。 

10 ２ 市⺠等への防災知識の普及 
（１）防災関連⾏事の実施 

ア 総合防災訓練、講演会等の実施 
市は、市⺠等の防災意識の向上を図るため、防災関係機関と連携し、総合防災訓

練、防災に関する講演会等を実施する。 
実施に際しては、広報誌、パンフレット、新聞広告及びインターネット等の多種

多様な広報媒体を活⽤し、広く周知させるとともに、市⺠等の積極的な参加を呼び
かける。この際、防災関係機関もこれらの⾏事に積極的に参加し、各々の役割等を
市⺠等に周知させる。 

イ 防災とボランティア関連⾏事の実施 
市は、毎年１⽉ 15 ⽇から 21 ⽇までの「防災とボランティア週間」、１⽉ 17 ⽇

の「防災とボランティアの⽇」にも広く市⺠等を対象とした、防災関連⾏事の実施
に努める。 

ウ 東⽇本⼤震災発⽣⽇の位置づけ検討 
市は、東⽇本⼤震災の教訓を忘れず、地震・津波への備えを普及・啓発するた

め、その発⽣⽇(３⽉ 11 ⽇)の位置づけについて検討する。 

県計画との整合 
⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
11 （２）ハザードマップ等の活⽤ 

（略） 
   

 

11 （２）ハザードマップ等の活⽤ 
（略） 
また、ハザードマップ等の配布⼜は回覧に際しては、居住する地域の災害リスク

や住宅の条件等を考慮したうえでとるべき⾏動や適切な避難先を判断できるよう周
知に努めるとともに、安全な場所にいる⼈まで避難場所に⾏く必要がないこと、避
難先として安全な親戚・知⼈宅等も選択肢としてあること、「危険な場所から全員
避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 

県地域防災計画変更の反映 

11 （３）専⾨家の活⽤ 
市は、各地域において、防災リーダーの育成等、「⾃助」・「共助」の取組が適

切かつ継続的に実施されるよう、 津波災害に関する専⾨家の活⽤を図る。 
 

11 （３）専⾨家の活⽤ 
市は、各地域において、防災リーダーの育成等、「⾃助」・「共助」の取組が適

切かつ継続的に実施されるよう、気象防災アドバイザー等、津波災害に関する専⾨
家の活⽤を図る。 

県地域防災計画変更の反映 

11 （４）普及・啓発の実施 
市は、防災関係機関と連携し、住⺠等に対し、津波による⼈的被害を軽減する⽅

策は、避難⾏動が基本となることを踏まえ、津波警報等や避難指⽰等の意味と内容
のほか、津波災害時のシミュレーション結果等を⽰しながらその危険性を周知す
る。 （略） 

【市⺠等への普及・啓発を図る事項】 
① 〜③ （略） 
④後発地震への注意を促す情報及びこれに基づきとられる措置に関する知識 
⑤ （略） 
⑥避難⾏動に関する知識 

  （略） 
・ 各地域における避難 指⽰等の伝達⽅法 など 
⑦〜⑧ （略） 
⑨家庭内での予防安全対策 
・ 「最低３⽇間、推奨１週間」分の⾷料、飲料⽔、携帯トイレ、簡易トイレ・ト

イレットペーパー等の備蓄 
  （略） 

⑩災害時にとるべき⾏動 
（略） 
・ その他津波警報等の発表時や避難 指⽰等の発令時、 後発地震への注意を促

す情報が発信された場合にとるべき⾏動 
（略） 
⑪ （略） 

 

11 （４）普及・啓発の実施 
市は、防災関係機関と連携し、市⺠等に対し、津波による⼈的被害を軽減する⽅

策は、避難⾏動が基本となることを踏まえ、津波警報等や避難指⽰等の意味と内容
のほか、津波災害時のシミュレーション結果等を⽰しながらその危険性を周知す
る。 （略） 

【市⺠等への普及・啓発を図る事項】 
① 〜③ （略） 
④北海道・三陸沖後発地震注意情報及びこれに基づきとられる措置に関する知識 
⑤ （略） 
⑥避難⾏動に関する知識 

  （略） 
・ 各地域における避難の指⽰等の伝達⽅法 など 
⑦〜⑧ （略） 
⑨家庭内での予防安全対策 
・ 「最低３⽇間、推奨１週間」分の⾷料、飲料⽔、携帯トイレ、簡易トイレ、ト

イレットペーパー等の備蓄 
  （略） 

⑩災害時にとるべき⾏動 
  （略） 

・ その他津波警報等の発表時や避難の指⽰等が⾏われた場合、北海道・三陸沖後
発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき⾏動 

（略） 
⑪ （略） 

   

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
13 （５）要配慮者及び観光客等への配慮 

ア 要配慮者への配慮 
市は、防災知識等の普及に当たり、外国語パンフレット等の作成・配布や障害

者、⾼齢者 の常備品等の点検、介護者の役割の確認等、要配慮者に配慮し、地域
において要配慮者を⽀援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男⼥
及び性的マイノリティ（LGBT 等）のニーズの違い等多様な視点に⼗分配慮す
る 。 

 
 

イ （略） 
（６）災害時の連絡⽅法の普及 

ア 災害時通信⼿段の利⽤推進 
東⽇本電信電話 (株)宮城事業部は、災害時の連絡⽅法として、公衆電話等の活

⽤、災害⽤伝⾔ダイヤル(171)や災害⽤伝⾔板(web171)の利⽤推進を図り、市は、
その仕組みや利⽤⽅法等の周知に努める。 

イ （略） 
（７）〜（８） （略） 

13 （５）要配慮者及び観光客等への配慮 
ア 要配慮者への配慮 

市は、防災知識等の普及に当たり、多⾔語パンフレット等の作成・配布や障害
者、⾼齢者、妊産婦、乳幼児の常備品等の点検、介護者の役割の確認等、要配慮者
に配慮し、地域において要配慮者を⽀援する体制が整備されるよう努めるととも
に、被災時の男⼥及び性的マイノリティ（LGBT 等）のニーズの違い等 に⼗分配
慮することに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮する
よう努める。 

イ （略） 
（６）災害時の連絡⽅法の普及 

ア 災害時通信⼿段の利⽤推進 
NTT 東⽇本 (株)宮城事業部は、災害時の連絡⽅法として、公衆電話等の活⽤、

災害⽤伝⾔ダイヤル(171)や災害⽤伝⾔板(web171)の利⽤推進を図り、市は、その
仕組みや利⽤⽅法等の周知に努める。 

イ （略） 
（７）〜（８） （略） 

県地域防災計画変更の反映 
地震編との整合 
委員意⾒の反映修正 

13 ３ （略） 
４ 津波によって浸⽔が予定される地域での防災知識の普及 

（１）〜（２） （略） 
（３）観光客、海⽔浴客等の⼀時滞在者への周知 

市は、観光地、観光施設、鉄道駅といった観光客等の⼀時滞在者が多く⾒込まれ
る箇所や⾞両の多い道路の沿道等において、避難場所や避難路・避難階段の位置や
⽅向を⽰すなど、⼀時滞在者や通⾏者も地震災害の危険性を認知し、円滑な避難が
できるような整備を⾏う。 

14 ３ （略） 
４ 津波によって浸⽔が予想される地域での防災知識の普及 

（１）〜（２） （略） 
（３）観光客、海⽔浴客等の⼀時滞在者への周知 

市は、観光地、観光施設、鉄道駅といった観光客等の⼀時滞在者が多く⾒込まれ
る箇所や⾞両の多い道路の沿道等において、避難場所や避難路・避難階段の位置や
⽅向を⽰すなど、⼀時滞在者や通⾏者も津波災害の危険性を認知し、円滑な避難が
できるような整備を⾏う。 

県計画との整合 
 

14 
 

５ ドライバーへの啓発 
（１）徒歩による避難の原則の徹底 

（略） 
その中で、地震・津波発⽣時には、地震に伴う道路の損傷や⼀⼈⼀⼈の⾃動⾞の

使⽤により渋滞を招く可能性があることなど、ドライバーに対し、⾃動⾞による避
難の危険性を周知する。 

（２） （略） 

14 ５ ドライバーへの啓発 
（１）徒歩による避難の原則の徹底 

（略） 
その中で、地震・津波発⽣時には、地震に伴う道路の損傷や⼀⼈ひとりの⾃動⾞

の使⽤により渋滞を招く可能性があることなど、ドライバーに対し、⾃動⾞による
避難の危険性を周知する。 

（２） （略） 

県計画との整合 

15 ６ 社会教育施設や防災拠点の活⽤ （略） 15 ６ 社会教育施設や防災拠点の活⽤ （略）  
15 第２ 市学校等教育機関における防災教育 

【地震災害対策編／第１章／第９節／第２ 市学校等教育機関における防災教育】と
同様とする。（地-21） 

  

15 第２ 市学校等教育機関における防災教育 
【地震災害対策編／第１章／第９節／第２ 市学校等教育機関における防災教育】を

準⽤する。（地-24） 
この場合において、同項中の記述「地震」を「津波」と読み替える。 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
15 第３ 市⺠の取組 

【地震災害対策編／第１章／第９節／第３ 市⺠の取組】と同様とする。（地-22） 
第４ 災害教訓の伝承 

１〜４は、【地震災害対策編／第１章／第９節／第４ 災害教訓の伝承】と同様とす 
る。（地-23） 
５ （略） 

15 第３ 市⺠の取組 
【地震災害対策編／第１章／第９節／第３ 市⺠の取組】を準⽤する。（地-25） 

第４ 災害教訓の伝承 
１〜４は、【地震災害対策編／第１章／第９節／第４ 災害教訓の伝承】を準⽤す 

る。（地-26） 
５ （略） 

⽤語の統⼀ 

16 第９節 地震・津波防災訓練の実施 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 地震・津波防
災訓練の実施 

●危機対策課、教育委員会、 
⽯巻市消防団 
 

（略） 

 

16 第９節 地震・津波防災訓練の実施 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 地震・津波防
災訓練の実施 

●危機対策課、教育委員会、⼦
育て⽀援課、⼦ども保育課、⽯
巻市消防団 

（略） 

 

組織変更に伴う修正 

16 第１ 地震・津波防災訓練の実施 
以下を除き、【地震災害対策編／第１章／第 10 節／第１ 地震防災訓練の実施】と同

様とする。（地-24） 
１ 学校等の防災訓練 
（１） （略） 
（２）校園外活動（⾃然体験学習、校外学習 を含む）等で海浜部を利⽤する場合は、

事前に津波防災学習を実施するとともに、避難訓練の実施に努める。 
（３）〜（５） （略） 

16 第１ 地震・津波防災訓練の実施 
１〜３は、【地震災害対策編／第１章／第 10 節／第１ 地震防災訓練の実施】を準⽤

する。（地-27） 
４ 学校等の防災訓練 
（１） （略） 
（２）校園外活動（⾃然体験学習、校外学習、野外活動を含む）等で海浜部を利⽤する

場合は、事前に津波防災学習を実施するとともに、避難訓練の実施に努める。 
（３）〜（５） （略） 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 

16 ２ 事業所の防災訓練 
（１） （略） 
（２）企業等の施設等が津波避難ビル等として指定されている場合は、⼤津波警報、津

波警報発表の際に指定緊急避難場所 となることを想定し、避難者の受⼊れ等の訓
練等を実施する。 

（３）災害発⽣時に備え、市及び各⾃治会、地域住⺠の⽅々並びに各企業・事業所によ
る防災、被害軽減のため「地域で助けあう共助」の体制を構築するための合同訓練
の実施に努める。 

（訓練内容） 
ア〜オ （略） 
カ 災害時の危険物、有害物の漏洩等の対処訓練 
キ〜ケ （略） 

16 ５ 事業所の防災訓練 
（１） （略） 
（２）企業等の施設等が津波避難ビル等として指定されている場合は、⼤津波警報、津

波警報発表の際に指定緊急避難場所や指定避難所となることを想定し、避難者の受
⼊れ等の訓練等を実施する。 

（３）災害発⽣時に備え、市及び各⾃治会、地域住⺠の⽅々並びに各企業・事業所によ
る防災、被害軽減のため「地域で助け合う共助」の体制を構築するための合同訓練
の実施に努める。 

（訓練内容） 
ア〜オ （略） 
カ 災害時の危険物、有害物の漏えい等の対処訓練 
キ〜ケ （略） 

県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
18 第１０節 地域における防災体制 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ ⾃主防災組織の育成 危機対策課  
第２ 地区防災計画の提案 （略）  

第１ ⾃主防災組織の育成 
【地震災害対策編／第１章／第 11 節／第１ ⾃主防災組織の育成】と同様とする。

（地-26） 
第２ 地区防災計画の提案 
【地震災害対策編／第１章／第 11 節／第２ 地区防災計画の提案】と同様とする。

（地-26） 

18 第１０節 地域における防災体制 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾃主防災組織の育成 地域安全推進課  
第２ 地区防災計画の提案 （略）  

第１ ⾃主防災組織の育成 
【地震災害対策編／第１章／第 11 節／第１ ⾃主防災組織の育成】を準⽤する。 

（地-29） 
第２ 地区防災計画の提案 
【地震災害対策編／第１章／第 11 節／第２ 地区防災計画の提案】を準⽤する。 

（地-30） 

災対組織図の反映 
⽤語の統⼀ 

19 第１１節 ボランティアのコーディネート 
第１ 災害ボランティアコーディネート体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 12 節／第１ 災害ボランティアコーディネート体制の

整備】と同様とする。（地-28） 
第２ 災害ボランティアの養成 
【地震災害対策編／第１章／第 12 節／第２ 災害ボランティアの養成】と同様とす

る。（地-28） 

19 第１１節 ボランティアのコーディネート 
第１ 災害ボランティアコーディネート体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 12 節／第１ 災害ボランティアコーディネート体制の

整備】を準⽤する。（地-31） 
第２ 災害ボランティアの養成 
【地震災害対策編／第１章／第 12 節／第２ 災害ボランティアの養成】を準⽤する。

（地-32） 

⽤語の統⼀ 

20 第１２節 企業等の防災対策の推進 
第１ 企業等の役割 

１（１）〜（４）、２ は、【地震災害対策編／第１章／第 13 節／第１ 企業等の役
割】と同様とする。（地-30） 
（５）市への報告 

主として防災上の配慮を要する者が利⽤する社会福祉施設、学校、医療施設等の 
所有者⼜は管理者は、施設利⽤者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、防災体制 
に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定 
めた避難確保計画の作成・公表、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するも 
のとし、作成した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市に報告する 
ものとする。 

20 第１２節 企業等の防災対策の推進 
第１ 企業等の役割 

 【地震災害対策編／第１章／第 13 節／第１ 企業等の役割】を準⽤する。（地-33） 
 

（削除） 

県計画との整合 
⽤語の統⼀ 
 

20 
 
 

 

第２ 企業等の防災組織 
【地震災害対策編／第１章／第 13 節／第２ 企業等の防災組織】と同様とする。（地-

31） 
  

20 
 
 
 

第２ 企業等の防災組織 
【地震災害対策編／第１章／第 13 節／第２ 企業等の防災組織】を準⽤する。（地-34） 
 
この場合において、同項８中の記述「耐震化」を「耐震化・耐浪化」と読み替える。 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 

21 第１３節 津波調査研究等の推進 （略） 21 第１３節 津波調査研究等の推進 （略）  
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
22 第１４節 津波監視体制、伝達体制の整備 

第１ 津波の観測・監視体制の整備 
 （略） 
第２ 避難指⽰等の伝達体制の整備 
１ 市の対応 

（１）避難指⽰等の発令基準の設定 
ア 発令基準の策定・⾒直し 

市は、津波警報等の内容に応じた避難指⽰や津波警報等で発表される津波⾼に応
じた発令対象区域を定める等の具体的な発令基準をあらかじめ定める。発令基準の
策定・⾒直しに当たっては、「避難情報に関するガイドライン」（平成 17 年３⽉策
定）を踏まえるとともに、災害の危険度を表す情報等の活⽤について、それらの情
報を取り扱う県や気象庁等との連携に努める。 
（略） 

イ （略） 

22 第１４節 津波監視体制、伝達体制の整備 
第１ 津波の観測・監視体制の整備 
 （略） 
第２ 避難指⽰等の伝達体制の整備 
１ 市の対応 

（１）避難指⽰等の発令基準の設定 
ア 発令基準の策定・⾒直し 

市は、津波警報等の内容に応じた避難指⽰や津波警報等で発表される津波⾼に応
じた発令対象区域を定める等の具体的な発令基準をあらかじめ定める。発令基準の
策定・⾒直しに当たっては、「避難情報に関するガイドライン」（内閣府、令和３年
５⽉改定）を踏まえるとともに、災害の危険度を表す情報等の活⽤について、それ
らの情報を取り扱う県や気象庁等との連携に努める。 
（略） 

イ （略） 

県地域防災計画変更の反映 

22 （２）伝達⼿段の堅牢化及び多重化・多様化 
ア （略） 
イ 確実な伝達⽅法の確保 

市は、気象庁からの津波警報等及び地震情報等の迅速かつ確実な受信のため、全
国瞬時警報システム（J アラート） を整備すると共に、防災⾏政無線との⾃動起
動を推進する。 

ウ〜エ （略） 

22 （２）伝達⼿段の堅牢化及び多重化・多様化 
ア （略） 
イ 確実な伝達⽅法の確保 

市は、気象庁からの津波警報等及び地震情報等の迅速かつ確実な受信のため、全
国瞬時警報システム（J アラート）、L アラート（災害情報共有システム）等を整備
すると共に、防災⾏政無線との⾃動起動を推進する。 

ウ〜エ （略） 

県計画との整合 

23 （３）伝達内容の検討 
市は、津波警報等、避難指⽰等を市⺠に周知し、迅速・的確な避難⾏動に結びつ

けるよう、避難指⽰等を命令⼝調で伝えるなど避難の必要性や切迫性を強く訴える
表現⽅法や内容、予想を超える事態に直⾯した時への対処⽅法等についてあらかじ
め検討する。 
（略） 

（４）〜（５） （略） 

23 （３）伝達内容の検討 
市は、津波警報等、避難指⽰等を 周知し、迅速・的確な避難⾏動に結びつける

よう、避難指⽰等を命令⼝調で伝えるなど避難の必要性や切迫性を強く訴える表現
⽅法や内容、予想を超える事態に直⾯した時への対処⽅法等についてあらかじめ検
討する。 
（略） 

（４）〜（５） （略） 

県地域防災計画変更の反映 

24 第１５節 情報通信網の整備 
第１ 県、関係機関等との災害通信網の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 15 節／第１ 県、関係機関等との災害通信網の整備】

と同様とする。（地-33） 
第２ 市⺠への通信体制の整備と周知 
【地震災害対策編／第１章／第 15 節／第２ 市⺠への通信体制の整備と周知】と同様

とする。（地-33） 

24 第１５節 情報通信網の整備 
第１ 県、関係機関等との災害通信網の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 15 節／第１ 県、関係機関等との災害通信網の整備】

を準⽤する。（地-36） 
第２ 市⺠への通信体制の整備と周知 
【地震災害対策編／第１章／第 15 節／第２ 市⺠への通信体制の整備と周知】を準⽤

する。（地-36） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
25 第１６節 職員の配備体制 

項 ⽬ 担 当 関係機関 
第１ 活動体制の整

備 
（略）  

第２ 業務継続計画
(BCP)の整備 

●総務課、管財課、ICT 総合推
進課、その他関係課 

 

 

25 第１６節 職員の配備体制 
項 ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 活動体制の整
備 

（略）  

第２ 業務継続計画
(BCP)の整備 

●総務課、管財課、DX 推進
課、その他関係課 

 

 

組織変更に伴う修正 

25 第１ 活動体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 16 節／第１ 活動体制の整備】と同様とする。（地-35） 

第２ 業務継続計画（BCP）の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 16 節／第２ 業務継続計画（BCP）の整備】と同様と

する。（地-35） 

25 第１ 活動体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 16 節／第１ 活動体制の整備】を準⽤する。（地-38） 

第２ 業務継続計画（BCP）の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 16 節／第２ 業務継続計画（BCP）の整備】を準⽤す

る。（地-39） 

⽤語の統⼀ 

26 第１７節 防災拠点等の整備・充実 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 防災拠点の整
備及び連携 

（略）  

第２ 防災拠点機能
の確保・充実 

第３ 防災⽤資機材
等の整備・充実 

管財課、●危機対策課、 廃棄
物対策課、保健福祉総務課、道
路課、その他関係課 

 

第４ 防災⽤資機材
の確保対策 

 

26 第１７節 防災拠点等の整備・充実 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 防災拠点の整
備及び連携 

（略）  

第２ 防災拠点機能
の確保・充実 

第３ 防災⽤資機材
等の整備・充実 

管財課、●危機対策課、地域安
全推進課、廃棄物対策課、保健
福祉総務課、道路課、その他関
係課 

 

第４ 防災⽤資機材
の確保対策 

 

組織変更に伴う修正 

26 第１ 防災拠点の整備及び連携 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第１ 防災拠点の整備及び連携】と同様とす

る。（地-37） 
  

第２ 防災拠点機能の確保・充実 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第２ 防災拠点機能の確保・充実】と同様とす

る。（地-37） 
第３ 防災⽤資機材等の整備・充実 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第３ 防災⽤資機材等の整備・充実】と同様と

する。（地-38） 
第４ 防災⽤資機材の確保対策 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第４ 防災⽤資機材の確保対策】と同様とす

る。（地-38） 

26 第１ 防災拠点の整備及び連携 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第１ 防災拠点の整備及び連携】を準⽤する。 

（地-40） 
この場合において、同項中の記述「耐震化」を「耐震化・耐浪化」と読み替える。 

第２ 防災拠点機能の確保・充実 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第２ 防災拠点機能の確保・充実】を準⽤す

る。（地-40） 
第３ 防災⽤資機材等の整備・充実 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第３ 防災⽤資機材等の整備・充実】を準⽤す

る。（地-41） 
第４ 防災⽤資機材の確保対策 
【地震災害対策編／第１章／第 17 節／第４ 防災⽤資機材の確保対策】を準⽤する。 

（地-41） 
 
 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
27 第１８節 相互応援体制の整備 

第１ 相互応援体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 18 節／第１ 相互応援体制の整備】と同様とする。（地

-39） 
第２ 応援体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 18 節／第２ 応援体制の整備】と同様とする。（地-40） 

第３ ⾃衛隊との連携 
【地震災害対策編／第１章／第 18 節／第３ ⾃衛隊との連携】と同様とする。（地-40） 

27 第１８節 相互応援体制の整備 
第１ 相互応援体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 18 節／第１ 相互応援体制の整備】を準⽤する。（地-

42） 
第２ 応援体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 18 節／第２ 応援体制の整備】を準⽤する。（地-43） 

第３ ⾃衛隊との連携 
【地震災害対策編／第１章／第 18 節／第３ ⾃衛隊との連携】を準⽤する。（地-43） 

⽤語の統⼀ 

28 第１９節 医療救護体制・福祉⽀援体制の整備 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 医療救護体制の整
備 

（略） （略） 

第２ 医薬品等の供給体
制の整備 

（略） （略） 

第３ 福祉⽀援体制の整
備 

（略） （略） 

（新設） 
 
 

（新設） 
 

 

（新設） 
 

（新設） 
 

 

 

28 第１９節 医療救護体制・福祉⽀援体制の整備 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 医療救護体制の整
備 

（略） （略） 

第２ 医薬品等の供給体
制の整備 

（略） （略） 

第３ 福祉⽀援体制の整
備 

（略）  

第 ４  避 難 所 の 環 境 改
善・⼼⾝機能低下対
策の整備 

●危機対策課、健康推進課  

第５ 栄養⽀援体制の整
備 

健康推進課  

  

本編記載内容の反映 

28 第１ 医療救護体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第１ 医療救護体制の整備】と同様とする。

（地-41） 
第２ 医薬品等の供給体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第２ 医薬品等の供給体制の整備】と同様とす

る。（地-42） 
 

28 第１ 医療救護体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第１ 医療救護体制の整備】を準⽤する。 

（地-44） 
第２ 医薬品等の供給体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第２ 医薬品等の供給体制の整備】を準⽤す

る。（地-45） 
 

⽤語の統⼀ 
 

28 第３ 福祉⽀援体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第３ 福祉⽀援体制の整備】と同様とする。

（地-42） 
（新設） 
 
 

（新設） 

28 第３ 福祉⽀援体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第３ 福祉⽀援体制の整備】を準⽤する。（地-

45） 
第４ 避難所の環境改善・⼼⾝機能低下対策の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第４ 避難所の環境改善・⼼⾝機能低下対策の

整備】を準⽤する。（地-47） 
第５ 栄養⽀援体制の整備 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 



石巻市地域防災計画 ［津波災害対策編］ 新旧対照表 

13 

 

⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
 【地震災害対策編／第１章／第 19 節／第４ 栄養⽀援体制の整備】を準⽤する。（地-

47） 

29 第２０節 ⽕災予防対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⽕災予防対策 危機対策課、⽯巻市消防団 
 

（略） 

  

29 第２０節 ⽕災予防対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⽕災予防対策 ●地域安全推進課、⽯巻市消防
団 

（略） 

「●」は主務担当を⽰す。 

災対組織図の反映 

29 第 1 ⽕災予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第 20 節／第１ ⽕災予防対策】と同様とする。（地-45） 

29 第 1 ⽕災予防対策 
【地震災害対策編／第１章／第 20 節／第１ ⽕災予防対策】を準⽤する。（地-48） 

⽤語の統⼀ 

30 第２１節 緊急輸送体制の整備 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第 3 障害物除去体制
の整備 

（略） 仙台河川国道事務所、
＿東部地⽅振興事務
所、東部⼟⽊事務所、
⽯巻港湾事務所 

 

30 第２１節 緊急輸送体制の整備 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第 3 障害物除去体制
の整備 

（略） 仙台河川国道事務所、
南三陸沿岸国道事務
所、東部地⽅振興事務
所、東部⼟⽊事務所、
⽯巻港湾事務所 

 

委員意⾒の反映修正 

30 第 1 輸送体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 21 節／第１ 輸送体制の整備】と同様とする。（地-47） 

第２ 燃料確保体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 21 節／第２ 燃料確保体制の整備】と同様とする。

（地-48） 
第３ 障害物除去体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 21 節／第３ 障害物除去体制の整備】と同様とする。

（地-48） 

30 第 1 輸送体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 21 節／第１ 輸送体制の整備】を準⽤する。（地-50） 

第２ 燃料確保体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 21 節／第２ 燃料確保体制の整備】を準⽤する。 

（地-51） 
第３ 障害物除去体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 21 節／第３ 障害物除去体制の整備】を準⽤する。

（地-52） 
 

⽤語の統⼀ 

31 第２２節 避難対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 避難所等の確保、
整備 

（略） （略） 

第２ 避難誘導体制の整
備 

（略）  

第３ 消防機関等の対応  危機対策課  （略） 

第４ 津波避難計画の策
定 

（略）  

第５ 市⺠ への周知 （略）  
 

31 第２２節 避難対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 避難所等の確保、
整備 

（略） （略） 

第２ 避難誘導体制の整
備 

（略）  

第３ 消防機関等の対応 ●危機対策課、地域安全推進課 （略） 

第４ 津波避難計画の策
定 

（略）  

第５ 市⺠等への周知 （略）  
  

 

災対組織図の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
31 第１ 避難所等の確保、整備 

【地震災害対策編／第１章／第 22 節／第１ 避難所等の確保、整備】と同様とする。
（地-50） 

31 第１ 避難所等の確保、整備 
【地震災害対策編／第１章／第 22 節／第１ 避難所等の確保、整備】を準⽤する。

（地-53） 

⽤語の統⼀ 

31 第２ 避難誘導体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 22 節／第２ 避難誘導体制の整備】と同様とする。

（地-52） 
第３ 消防機関等の対応 
 （略） 

31 第２ 避難誘導体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 22 節／第２ 避難誘導体制の整備】を準⽤する。 

（地-55） 
第３ 消防機関等の対応 
 （略） 

⽤語の統⼀ 

32 第４ 津波避難計画の策定 
１ 市の対応 

（１）津波避難計画の策定及び周知徹底 
（略） 
また、避難指⽰等を⾏う具体的な発令基準及び伝達⽅法の設定に当たっては、「避

難情報に関するガイドライン」（平成 17 年３⽉策定）を参考とする。 
市⺠ への周知内容 

ア〜カ （略） 
（２） （略） 
（３）地域防災⼒の向上 

（略） 
なお、防災マップの作成に当たっては市⺠も参加するなどの⼯夫をすることによ

り、災害からの避難に対する市⺠等の理解の促進をはかるよう努める。 
（４） （略） 
第５ 市⺠ への周知 
【地震災害対策編／第１章／第 22 節／第３ 市⺠ への周知】と同様とする。（地-52） 

32 第４ 津波避難計画の策定 
１ 市の対応 

（１）津波避難計画の策定及び周知徹底 
（略） 
また、避難指⽰等の具体的な発令基準及び伝達⽅法の設定に当たっては、「避難情

報に関するガイドライン」（内閣府、令和３年５⽉改定）を参考とする。 
市⺠等への周知内容 

ア〜カ （略） 
（２） （略） 
（３）地域防災⼒の向上 

（略） 
なお、ハザードマップの作成に当たっては市⺠も参加するなどの⼯夫をすること

により、災害からの避難に対する市⺠等の理解の促進を図るよう努める。 
（４） （略） 
第５ 市⺠等への周知 
【地震災害対策編／第１章／第 22 節／第３ 市⺠等への周知】を準⽤する。（地-56） 

県計画との整合 
県地域防災計画変更の反映 
委員意⾒の反映修正 

34 第２３節 避難受⼊れ対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 避難所の運営・管
理対策 

（略） （略） 

第２ 広域避難の対策 （略）  
第３ 応急仮設住宅対策 （略）  
第４ 帰宅困難者対策 地域振興課、商⼯課、●観光 

課 
 

第５ 孤⽴地区対策 （略） （略） 
 

34 第２３節 避難受⼊れ対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 避難所の運営・管
理対策 

（略） （略） 

第２ 広域避難の対策 （略）  
第３ 応急仮設住宅対策 （略）  
第４ 帰宅困難者対策 地域振興課、商⼯課、●観光政

策課 
 

第５ 孤⽴地区対策 （略） （略） 
  

組織変更に伴う修正 

34 第１ 避難所の運営・管理対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第１ 避難所の運営・管理対策】と同様とする。

（地-53） 

34 第１ 避難所の運営・管理対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第１ 避難所の運営・管理対策】を準⽤する。

（地-57） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
第２ 広域避難の対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第２ 広域避難の対策】と同様とする。（地-54） 

第２ 広域避難の対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第２ 広域避難の対策】を準⽤する。（地-59） 

 
34 第３ 応急仮設住宅対策 

【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第３ 応急仮設住宅対策】と同様とする。（地-
54） 
第４ 帰宅困難者対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第４ 帰宅困難者対策】と同様とする。（地-54） 

第５ 孤⽴地区対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第５ 孤⽴地区対策】と同様とする。（地-54） 

34 第３ 応急仮設住宅対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第３ 応急仮設住宅対策】を準⽤する。（地-59） 

 
第４ 帰宅困難者対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第４ 帰宅困難者対策】を準⽤する。（地-59） 

第５ 孤⽴地区対策 
【地震災害対策編／第１章／第 23 節／第５ 孤⽴地区対策】を準⽤する。（地-60） 
 

⽤語の統⼀ 

35 第２４節 ⾷料、飲料⽔及び⽣活物資の確保 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 備蓄体制の整備 （略）  
第２ ⾷料等の調達体

制の整備 
危機対策課、 ●産業推進課 （略） 

第３ 受援体制の確保 （略） （略） 
 

35 第２４節 ⾷料、飲料⽔及び⽣活物資の確保 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 備蓄体制の整備 （略）  
第２ ⾷料等の調達体

制の整備 
危機対策課、環境課、●産業推
進課 

（略） 

第３ 受援体制の確保 （略） （略） 
  

災対組織図の反映 

35 第１ 備蓄体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 24 節／第１ 備蓄体制の整備】と同様とする。（地-56） 

第２ ⾷料等の調達体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 24 節／第２ ⾷料等の調達体制の整備】と同様とする。

（地-56） 
第３ 受援体制の確保 
【地震災害対策編／第１章／第 24 節／第３ 受援体制の確保】と同様とする。（地-57） 

35 第１ 備蓄体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 24 節／第１ 備蓄体制の整備】を準⽤する。（地-61） 
第２ ⾷料等の調達体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 24 節／第２ ⾷料等の調達体制の整備】を準⽤する。

（地-62） 
第３ 受援体制の確保 
【地震災害対策編／第１章／第 24 節／第３ 受援体制の確保】を準⽤する。（地-62） 

⽤語の統⼀ 

36 第２５節 要配慮者・避難⾏動要⽀援者への 対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾼齢者、障害者等
への⽀援対策 

危機対策課、介護福祉課、 
●保健福祉総務課、障害福祉
課、保護課、⼦育て⽀援課、⼦
ども保育課、 学校教育課、⽯
巻市消防団 

（略） 

第２ 外国⼈への⽀援対
策 

（略）  

第３ 旅⾏客への⽀援対
策 

観光 課 
 

36 第２５節 要配慮者・避難⾏動要⽀援者への⽀援対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾼齢者、障害者等
への⽀援対策 

危機対策課、介護福祉課、 
●保健福祉総務課、障害福祉
課、保護課、⼦育て⽀援課、⼦
ども保育課、学校安全推進課、
学校教育課、⽯巻市消防団 

（略） 

第２ 外国⼈への⽀援対
策 

（略）  

第３ 旅⾏客への⽀援対
策 

観光政策課 

    

組織変更に伴う修正 
委員意⾒の反映修正 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
36 第１ ⾼齢者、障害者等への⽀援対策 

【地震災害対策編／第１章／第 25 節／第１ ⾼齢者、障害者等への⽀援対策】と同様
とする。（地-58） 
第２ 外国⼈への⽀援対策 
【地震災害対策編／第１章／第 25 節／第２ 外国⼈への⽀援対策】と同様とする。

（地-63） 

36 第１ ⾼齢者、障害者等への⽀援対策 
【地震災害対策編／第１章／第 25 節／第１ ⾼齢者、障害者等への⽀援対策】を準⽤

する。（地-63） 
第２ 外国⼈への⽀援対策 
【地震災害対策編／第１章／第 25 節／第２ 外国⼈への⽀援対策】を準⽤する。 

（地-68） 

⽤語の統⼀ 

36 第３ 旅⾏客への⽀援対策 
【地震災害対策編／第１章／第 25 節／第３ 旅⾏客への⽀援対策】と同様とする。

（地-63） 

36 第３ 旅⾏客への⽀援対策 
【地震災害対策編／第１章／第 25 節／第３ 旅⾏客への⽀援対策】を準⽤する。 

（地-69） 

⽤語の統⼀ 

37 第２６節 複合災害対策 
第１ 複合災害を考慮した対策の検討 
【地震災害対策編／第１章／第 26 節／第１ 複合災害を考慮した対策の検討】と同様

とする。（地-64） 
第２ 防災⼒の向上 
【地震災害対策編／第１章／第 26 節／第２ 防災⼒の向上】と同様とする。（地-64） 

37 第２６節 複合災害対策 
第１ 複合災害を考慮した対策の検討 
【地震災害対策編／第１章／第 26 節／第１ 複合災害を考慮した対策の検討】を準⽤

する。（地-70） 
第２ 防災⼒の向上 
【地震災害対策編／第１章／第 26 節／第２ 防災⼒の向上】を準⽤する。（地-70） 

⽤語の統⼀ 

38 第２７節 災害廃棄物対策 
第１ 処理体制の整備 

１〜２は、【地震災害対策編／第１章／第 27 節／第１ 処理体制の整備】と同様とす
る。（地-65） 
３ （略） 
第２ ⼀時保管場所の確保 
【地震災害対策編／第１章／第 27 節／第２ ⼀時保管場所の確保】と同様とする。

（地-65） 

38 第２７節 災害廃棄物対策 
第１ 処理体制の整備 

１〜２は、【地震災害対策編／第１章／第 27 節／第１ 処理体制の整備】を準⽤す
る。（地-71） 
３ （略） 
第２ ⼀時保管場所の確保 
【地震災害対策編／第１章／第 27 節／第２ ⼀時保管場所の確保】を準⽤する。（地-

72） 

⽤語の統⼀ 

39 第２８節 積雪寒冷地域における津波災害予防 
第１ 除雪体制等の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 28 節／第１ 除雪体制等の整備】と同様とする。（地-

67） 
第２ 避難所体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 28 節／第２ 避難所体制の整備】と同様とする。（地-

67） 

 

 

 

39 第２８節 積雪寒冷地域における津波災害予防 
第１ 除雪体制等の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 28 節／第１ 除雪体制等の整備】を準⽤する。（地-73） 

 
第２ 避難所体制の整備 
【地震災害対策編／第１章／第 28 節／第２ 避難所体制の整備】を準⽤する。（地-73） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
- （新設） 40 第２９節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ ⽇本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震津波避難対
策特別強化地域 

危機対策課  

第２ 津波避難対策緊急事業
計画の作成 

危機対策課  

第１ ⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域 
本市は、⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法（平成１６年法律第２７号）の規定により、津波避難対策特別強化地域（以下 
「特別強化地域」という。）に指定されている。 

第２ 津波避難対策緊急事業計画の作成 
市⻑は、特別強化地域の指定があったときは、当該特別強化地域について、市防災会

議が定める推進計画に基づき、⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発⽣する津波
から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画を作成するこ
とができる。 

１ ⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発⽣する津波からの避難の⽤に供する 
避難施設その他の避難場所の整備に関する事業 

２ 前項の避難場所までの避難の⽤に供する避難路その他の避難経路の整備に関する 
事業 

３ 集団移転促進事業（防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等
に関する法律（昭和４７年法律第１３２号。第１５条において「集団移転促進法」とい
う。）第２条第２項に規定する集団移転促進事業をいい、第１５条の規定による特別の
措置の適⽤を受けようとするものを含む。以下同じ。） 

４ 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、⾼齢者、障害者、
乳幼児、児童、⽣徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利⽤す
る施設で政令で定めるものの整備に関する事業 

なお、津波から避難するために必要な緊急に実施すべき事業に係る津波避難対策緊
急事業計画の基本となるべき事項を、以下のとおり定める。 

 

津波から避難するために必要な 
緊急に実施すべき事業の種類 

津波避難対策緊急 
事業を⾏う区域 ⽬標 達成期間 

避難場所の整備事業 ⽻⿊町⼆丁⽬地区 １箇所 
令和８年度〜 
令和９年度 

 
 

⽇本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震津波避難対策推進計画
に基づく津波避難対策緊急事
業の追加 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
41 第２章 災害応急対策 

第１節 防災活動体制 
第１ 配備体制 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第１ 配備体制】と同様とする。（地-69） 

  
第２ 災害対策本部 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第２ 災害対策本部】と同様とする。（地-75） 

第３ 警戒本部・特別警戒本部 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第３ 警戒本部・特別警戒本部】と同様とする。

（地-86） 
第４ 各機関の体制 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第４ 各機関の体制】と同様とする。（地-87） 

41 第２章 災害応急対策 
第１節 防災活動体制 
第１ 配備体制 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第１ 配備体制】を準⽤する。（地-75） 

この場合において、同項２中の記述「避難情報」を「避難指⽰等」と読み替える。 
第２ 災害対策本部 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第２ 災害対策本部】を準⽤する。（地-81） 

第３ 警戒本部・特別警戒本部 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第３ 警戒本部・特別警戒本部】を準⽤する。 

（地-90） 
第４ 各機関の体制 
【地震災害対策編／第２章／第１節／第４ 各機関の体制】を準⽤する。（地-91） 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 

42 第２節 情報の収集・伝達 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 情報管理体制 各災対部・⽀部 宮城県復興・危機管理総
務課、東部地⽅振興事務
所、 ⽯巻警察署、河北
警察署、⽯巻地区広域⾏
政事務組合消防本部、⽯
巻地⽅広域⽔道企業団、
⽯巻地区広域⾏政事務組
合 

第２ 被害情報の収
集・報告 

第３ 津波情報の伝
達 

（新設） 
 
 

（新設） 
 

 

42 第２節 情報の収集・伝達 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 情報管理体制 各災対部・⽀部 宮城県防災推進課、東部
地⽅振興事務所、東部保
健福祉事務所、⽯巻警察
署、河北警察署、⽯巻地
区広域⾏政事務組合消防
本部、⽯巻地⽅広域⽔道
企業団、⽯巻地区広域⾏
政事務組合 

第２ 被害情報の収
集・報告 

第３ 津波情報の伝
達 

第４ 北海道・三陸
沖後発地震注意
情報 

第５ 通信・放送⼿
段の確保 

 

県地域防災計画変更の反映 
県計画との整合 
 

42 第１ 情報管理体制 
【地震災害対策編／第２章／第２節／第１ 情報管理体制】と同様とする。（地-88） 

第２ 被害情報の収集・報告 
【地震災害対策編／第２章／第２節／第２ 被害情報の収集・報告】と同様とする。 

（地-89） 

42 第１ 情報管理体制 
【地震災害対策編／第２章／第２節／第１ 情報管理体制】を準⽤する。（地-92） 

第２ 被害情報の収集・報告 
【地震災害対策編／第２章／第２節／第２ 被害情報の収集・報告】を準⽤する。 

（地-93） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
42 第３ 津波情報の伝達 

１ 津波警報等 
（略） 

（１）津波警報等 
津波警報等の種類と内容 

津波警報等の種
類 発表基準 数値での発表 

（津波の⾼さ予想の区分） 
巨⼤地震の
場合の発表 

⼤津波警報 
(特別警報) 

予想される津波の ⾼さが⾼い
ところで３m を超える場合 

10m 超（10m＜予想 ⾼
さ） 

巨⼤ 10m（５m＜予想 ⾼さ≦
10m） 

５m（３m＜予想 ⾼さ≦５
m） 

津波警報 
予想される津波の ⾼さが⾼い
ところで１m を超え、３m 以下
の場合 

３m（１m＜予想 ⾼さ≦３
m） ⾼い 

津波注意報 

予想される津波の ⾼さが⾼い
ところで 0.2m 以上、１m 以下
の場合であって、津波による災
害のおそれがある場合 

１m(0.2m≦予想 ⾼さ≦１
m) 表記なし 

 

42 第３ 津波情報の伝達 
１ 津波警報等 

（略） 
（１） 津波警報等 

津波警報等の種類と内容 
津波警報等の種

類 発表基準 数値での発表 
（津波の⾼さ予想の区分） 

巨⼤地震の
場合の発表 

⼤津波警報 
(特別警報) 

予想される津波の最⼤波の⾼さ
が⾼いところで３m を超える場
合 

10m 超（10m＜予想される
津波の最⼤波の⾼さ） 

巨⼤ 10m（５m＜予想される津波
の最⼤波の⾼さ≦10m） 

５m（３m＜予想される津波
の最⼤波の⾼さ≦５m） 

津波警報 
予想される津波の最⼤波の⾼さ
が⾼いところで１m を超え、３
m 以下の場合 

３m（１m＜予想される津波
の最⼤波の⾼さ≦３m） ⾼い 

津波注意報 

予想される津波の最⼤波の⾼さ
が⾼いところで 0.2m 以上、１
m 以下の場合であって、津波に
よる災害のおそれがある場合 

１m(0.2m≦予想される津波
の最⼤波の⾼さ≦１m) 表記なし 

 

県地域防災計画変更の反映 

42 （２）津波情報 
気象庁は、津波警報等を発表した場合 、 津波の到達予想時刻や予想される津

波の⾼さなどを発表する。 
 

津波情報の種類と内容 
種    類 内    容 

津波到達予想時刻・予想される
津波の⾼さに関する情報  

各津波予報区の津波の到達予想時刻 や予想される津波の
⾼さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）
を発表 

各地の満潮時刻・津波の到達予
想時刻に関する情報 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や⾼さを発表  

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や⾼さ、及び沖合の観測値か
ら推定される沿岸での津波の到達時刻や⾼さを津波予報
区単位で発表  

（新設） 
 

（新設） 
 
 

（新設） 

43 （２）津波情報 
気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻

や予想される津波の⾼さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報
で発表する。 

津波情報の種類と内容 
種    類 内    容 

津波到達予想時刻・予想される
津波の⾼さに関する情報注 1） 

各津波予報区の津波の到達予想時刻注 2）や予想される津波
の⾼さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記
載）を発表 

各地の満潮時刻・津波の到達予
想時刻に関する情報 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や⾼さを発表注 3） 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や⾼さ、及び沖合の観測値か
ら推定される沿岸での津波の到達時刻や⾼さを津波予報
区単位で発表注 4） 

注１）「津波到達予想時刻・予想される津波の⾼さに関する情報」は、ＸＭＬ電⽂では「津
波警報・注意報・予報」（VTSE41）に含まれる。 

注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達す
る時刻である。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくる
こともある。 

注３）津波観測に関する情報の発表内容について 

県計画との整合 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
 
 
 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き及びその時点までに観測され
た最⼤波の観測時刻と⾼さを発表する。 

・最⼤波の観測値については、⼤津波警報⼜は津波警報を発表中の津波予報区におい
て、観測された津波の⾼さが低い間は、数値ではなく「観測中」の⾔葉で発表し
て、津波が到達中であることを伝える。 

- （新設） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 沿岸で観測された津波の最⼤波の発表内容 
警報・注意報の

発表状況 
観測された津波の⾼さ 内容 

⼤津波警報 
１m 超 数値で発表 

１m 以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2m 以上 数値で発表 
0.2m 未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （全ての場合） 
数値で発表（津波の⾼さがごく⼩さい
場合は「微弱」と表現） 

※何らかの原因でデータが⼊⼿できなくなった場合などには、津波の観測ができなくなっ
ている観測点の状況を速やかに周知するために「⽋測」と発表する。 

注４）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 
・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された

最⼤波の観測時刻と⾼さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から
推定される沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最⼤波の推定到達時刻と推定
⾼さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最⼤波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難⾏動への影
響を考慮し、⼀定の基準を満たすまでは数値を発表しない。⼤津波警報⼜は津波警
報が発表中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の⾼さが低い間は、数値
ではなく「観測中」（沖合での観測値）⼜は「推定中」（沿岸での推定値）の⾔葉で
発表して、津波が到達中であることを伝える。 

県計画との整合 
委員意⾒の反映修正 

- （新設） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 沖合で観測された津波の最⼤波（観測値及び沿岸での推定値注 5））の発表内容 
発表中の 

津波警報等 
沿岸で推定される津波の⾼さ 発表内容 

⼤津波警報 
３m 超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

３m 以下 沖合での観測値を「観測中」、沿岸で
の推定値を「観測中」と発表 

津波警報 
１m 超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

１m 以下 沖合での観測値を「観測中」、沿岸で
の推定値を「観測中」と発表 

津波注意報 （全ての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも
数値で発表 

県計画との整合 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
注５）沿岸から距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付け

が難しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最⼤波の観測値については数値
だけではなく「観測中」の⾔葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

43 ２ 津波予報 
（略） 

津波予報の種類と内容 
発表される場合 内    容 

津波が予想されないとき 
   津波の⼼配なしの旨を発表 

0.2m 未満の海⾯変動が予想され
たとき  
 

⾼いところでも 0.2m 未満の海⾯変動のため被害の⼼配は
なく、特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報 解除後も海⾯変動
が継続するとき  

津波に伴う海⾯変動が観測されており、今後も継続する
可能性が⾼いため、海に⼊っての作業や釣り、海⽔浴な
どに際しては⼗分な留意が必要である旨を発表 

（新設） 
 
 
３ 津波警報等の伝達 （略） 

44 ２ 津波予報 
（略） 

津波予報の種類と内容 
発表基準 内    容 

津波が予想されないとき 
（地震情報に含めて発表） 津波の⼼配なしの旨を発表 

0.2m 未満の海⾯変動が予想され
たとき注）（津波に関するその他
の情報に含めて発表） 

⾼いところでも 0.2m 未満の海⾯変動のため被害の⼼配は
なく、特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報の解除後も海⾯変動
が継続するとき注）（津波に関す
るその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海⾯変動が観測されており、今後も継続する
可能性が⾼いため、海に⼊っての作業や釣り、海⽔浴な
どに際しては⼗分な留意が必要である旨を発表 

注）「0.2m 未満の海⾯変動が予想されたとき」⼜は「津波警報等の解除後も海⾯変動が
継続するとき」に発表する津波予報は、ＸＭＬ電⽂では「津波警報・注意報・予
報」（VTSE41）で発表される。 

３ 津波警報等の伝達 （略） 

県計画との整合 

- （新設） 
 
 

45 第４ 北海道・三陸沖後発地震注意情報 
【地震災害対策編／第２章／第２節／第４ 北海道・三陸沖後発地震注意情報】を準

⽤する。（地-100） 

県地域防災計画変更の反映 

- （新設） 45 第５ 通信・放送⼿段の確保 
【地震災害対策編／第２章／第２節／第５ 通信・放送⼿段の確保】を準⽤する。 

（地-101） 

県地域防災計画変更の反映 

44 第３節 災害広報活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 社会的混乱の防⽌ （総）本部連絡室、●（総）広報
班、（保）救護班、（保）避難収
容班 

 
第２ 市⺠ への広報 

第３ 報道機関への対応 （略）  
 

46 第３節 災害広報活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 社会的混乱の防⽌ （危）本部連絡室、●（総）広報
班、（保）救護班、（保）避難収
容班 

 
第２ 市⺠等への広報 

第３ 報道機関への対応 （略）  
  

組織変更に伴う修正 
県地域防災計画変更の反映 

44 第１ 社会的混乱の防⽌ 
【地震災害対策編／第２章／第３節／第１ 社会的混乱の防⽌】と同様とする。（地-95） 

第２ 市⺠ への広報 
【地震災害対策編／第２章／第３節／第２ 市⺠ への広報】と同様とする。（地-95） 

  
 

46 第１ 社会的混乱の防⽌ 
【地震災害対策編／第２章／第３節／第１ 社会的混乱の防⽌】を準⽤する。（地-103） 

第２ 市⺠等への広報 
【地震災害対策編／第２章／第３節／第２ 市⺠等への広報】を準⽤する。（地-103） 

この場合において、同節第２／１／（４）中の記述「避難情報」を「避難指⽰等」
と読み替える。 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
第３ 報道機関への対応 
【地震災害対策編／第２章／第３節／第３ 報道機関への対応】と同様とする。（地-97） 

第３ 報道機関への対応 
【地震災害対策編／第２章／第３節／第３ 報道機関への対応】を準⽤する。（地-105） 

45 第４節 相互応援活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾃治体等への応援
要請 

（総）本部連絡室、●（総）⼈事
班、各災対部総務班、協定を締
結している班 

（略） 

 

47 第４節 相互応援活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾃治体等への応援
要請 

（危）本部連絡室、●（総）⼈事
班、各災対部総務班、協定を締
結している班 

（略） 

  

組織変更に伴う修正 

45 第１ ⾃治体等への応援要請 
【地震災害対策編／第２章／第４節／第１ ⾃治体等への応援要請】と同様とする。

（地-98） 

47 第１ ⾃治体等への応援要請 
【地震災害対策編／第２章／第４節／第１ ⾃治体等への応援要請】を準⽤する。 
（地-106） 

⽤語の統⼀ 

46 第５節 災害救助法の適⽤ 
第１ 災害救助法の適⽤ 
【地震災害対策編／第２章／第５節／第１ 災害救助法の適⽤】と同様とする。（地-

100） 
第２ 救助の種類 
【地震災害対策編／第２章／第５節／第２ 救助の種類】と同様とする。（地-101） 

48 第５節 災害救助法の適⽤ 
第１ 災害救助法の適⽤ 
【地震災害対策編／第２章／第５節／第１ 災害救助法の適⽤】を準⽤する。（地-108） 
 

第２ 救助の種類 
【地震災害対策編／第２章／第５節／第２ 救助の種類】を準⽤する。（地-109） 

⽤語の統⼀ 

47 第６節 ⾃衛隊の災害派遣 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾃衛隊の災害派
遣 

（総）本部連絡室 （略） 

 

49 第６節 ⾃衛隊の災害派遣 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ⾃衛隊の災害派
遣 

（危）本部連絡室 （略） 

  

組織変更に伴う修正 

47 第１ ⾃衛隊の災害派遣 
【地震災害対策編／第２章／第６節／第１ ⾃衛隊の災害派遣】と同様とする。（地-

102） 

49 第１ ⾃衛隊の災害派遣 
【地震災害対策編／第２章／第６節／第１ ⾃衛隊の災害派遣】を準⽤する。（地-110） 

⽤語の統⼀ 

48 第７節 救急・救助活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 救急・救助活動 ●災対総務部、災対建設部、
（消）警防班 

（略） 

 

50 第７節 救急・救助活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 救急・救助活動 ●（危）本部連絡室、災対建設
部、（消）警防班 

（略） 

  

組織変更に伴う修正 

48 第１ 救急・救助活動 
【地震災害対策編／第２章／第７節／第１ 救急・救助活動】と同様とする。（地-

105） 
  

50 第１ 救急・救助活動 
【地震災害対策編／第２章／第７節／第１ 救急・救助活動】を準⽤する。（地-113） 

この場合において、同節第１／１／（１）／アの記述「消防・警察機関」を「消防・
警察機関及び地元漁業関係者等」と読み替える。 

 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 

49 第８節 医療救護活動 
第１ 初動医療活動 

51 第８節 医療救護活動 
第１ 初動医療活動 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
【地震災害対策編／第２章／第８節／第１ 初動医療活動】と同様とする。（地-107） 【地震災害対策編／第２章／第８節／第１ 初動医療活動】を準⽤する。（地-116） 

 
50 第９節 消⽕活動 

第１ 地震⽕災の消⽕活動 
【地震災害対策編／第２章／第９節／第１ 消⽕活動】と同様とする。（地-110） 

第２ 津波⽕災の消⽕活動 
 （略） 

52 第９節 消⽕活動 
第１ 地震⽕災の消⽕活動 
【地震災害対策編／第２章／第９節／第１ 消⽕活動】を準⽤する。（地-119） 

第２ 津波⽕災の消⽕活動 
 （略） 

⽤語の統⼀ 

51 第１０節 交通・輸送活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 交通規制 （総）本部連絡室、（産）農林
班、●（建）道路班 

（略） 

第２ 緊急輸送路等の
確保 

（略） 仙台河川国道事務所、
＿⽯巻海上保安署、⽯
巻警察署、河北警察
署、宮城県道路課、東
部⼟⽊事務所、⽯巻港
湾事務所、⽯巻市災害
防⽌連絡協議会、その
他関係機関 
 

第３ 輸送の確保 （総）本部連絡室、●（総）管財
班 

（略） 

 

53 第１０節 交通・輸送活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 交通規制 （危）本部連絡室、（産）農林
班、●（建）道路班 

（略） 

第２ 緊急輸送路等の
確保 

（略） 仙台河川国道事務所、
南三陸沿岸国道事務
所、⽯巻海上保安署、
⽯巻警察署、河北警察
署、宮城県道路課、東
部⼟⽊事務所、⽯巻港
湾事務所、⽯巻市災害
防⽌連絡協議会、その
他関係機関 

第３ 輸送の確保 （危）本部連絡室、●（総）管財
班 

（略） 

 

組織変更に伴う修正 
委員意⾒の反映修正 

51 第１ 交通規制 
【地震災害対策編／第２章／第 10 節／第１ 交通規制】と同様とする。（地-112） 

第２ 緊急輸送路等の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 10 節／第２ 緊急輸送路等の確保】と同様とする。

（地-114） 
第３ 輸送の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 10 節／第３ 輸送の確保】と同様とする。（地-116） 

53 第１ 交通規制 
【地震災害対策編／第２章／第 10 節／第１ 交通規制】を準⽤する。（地-121） 

第２ 緊急輸送路等の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 10 節／第２ 緊急輸送路等の確保】を準⽤する。 

（地-124） 
第３ 輸送の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 10 節／第３ 輸送の確保】を準⽤する。（地-126） 

⽤語の統⼀ 

52 第１１節 ヘリコプターの活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ヘリコプターの
活⽤ 

（総）本部連絡室 ⽯巻地区広域⾏政事務組合消
防本部、宮城県災害対策本
部、⾃衛隊、第⼆管区海上保
安 部 

 

54 第１１節 ヘリコプターの活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ヘリコプターの
活⽤ 

（危）本部連絡室 ⽯巻地区広域⾏政事務組合消
防本部、宮城県災害対策本
部、⾃衛隊、第⼆管区海上保
安本部 

 

組織変更に伴う修正 
脱字の修正 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
52 第１ ヘリコプターの活⽤ 

【地震災害対策編／第２章／第 11 節／第１ ヘリコプターの活⽤】と同様とする。
（地-117） 

54 第１ ヘリコプターの活⽤ 
【地震災害対策編／第２章／第 11 節／第１ ヘリコプターの活⽤】を準⽤する。 

（地-127） 

⽤語の統⼀ 

53 第１２節 避難活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 避難情報の発令 市⻑、●（総）本部連絡室  
第２ 避難の指⽰ の内

容及び周知 
（総）本部連絡室  

第３ 避難誘導 （略） （略） 
第４ 避難所の開設 （総）本部連絡室、●（保）避難

収容班、（教）学校教育班 
 

第５ 避難所の運営 （略） （略） 
第６ 在宅避難、⾞中⽣

活等を余儀なくさ
れた者等への⽀援
対策 

（略）  

第７ 帰宅困難者対策 （総）本部連絡室、●（産）観光
班 

 

第８ 孤⽴集落対策 ●（総）本部連絡室、（保）救護
班、（保）援護班、（産）総務班 

（略） 

第９ 広域避難 ●（総）本部連絡室、 
（保）避難収容班 

宮城県復興・危機管理
総務課 

（新設） 
 

  

 

55 第１２節 避難活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 避難 の指⽰等 市⻑、●（危）本部連絡室  
第２ 避難の指⽰等の内

容及び周知 
（危）本部連絡室  

第３ 避難誘導 （略） （略） 
第４ 避難所の開設 （危）本部連絡室、●（保）避難

収容班、（教）学校教育班 
 

第５ 避難所の運営 （略） （略） 
第６ 在宅避難、⾞中⽣

活等を余儀なくさ
れた者等への⽀援 
  

（略）  

第７ 帰宅困難者対策 （危）本部連絡室、●（産）観光
班 

 

第８ 孤⽴集落対策 ●（危）本部連絡室、（保）救護
班、（保）援護班、（産）総務班 

（略） 

第９ 広域避難 ●（危）本部連絡室、（保）避難
収容班 

宮城県防災推進課 

第１０ 在宅避難者への
⽀援 

  

  
 

県地域防災計画変更の反映 
組織変更に伴う修正 

53 第１ 避難情報の発令 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第１ 避難情報の発令】と同様とする。（地-

118） 

55 第１ 避難 の指⽰等 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第１ 避難 の指⽰等】を準⽤する。（地-

128） 

⽤語の統⼀ 

53 第２ 避難の指⽰ の内容及び周知 
１ （略） 

55 第２ 避難の指⽰等の内容及び周知 
１ （略） 

県計画との整合 

54 ２ 避難指⽰等の発令対象地域 
（１） （略） 
（２）津波警報時 

（略） 
津波警報が発表されたときの避難指⽰の発令対象地域 

エリア 津波警報が発表されたときの 
避難指⽰の発令対象地域 

開設を予定する 
津波避難場所等 

（１） 
⽯巻⻄エリア 

（略） （略） 

56 ２ 避難指⽰等の発令対象地域 
（１） （略） 
（２）津波警報時 

（略） 
津波警報が発表されたときの避難指⽰の発令対象地域 

エリア 津波警報が発表されたときの 
避難指⽰の発令対象地域 

開設を予定する 
津波避難場所等 

（１） 
⽯巻⻄エリア 

（略） （略） 

対象地域⼀部町名変更に伴う
修正 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 

（２） 
⽯巻東エリア 

川⼝町１、２、３丁⽬の⼀部、
明神町１丁⽬の⼀部、⿂町１、
２、３丁⽬、渡波字⻑浜、松原
町の⼀部、⻑浜町の⼀部、幸町
の⼀部、渡波町３丁⽬の⼀部 
※上記津波注意報発表時に加
え、⾼盛⼟道路等より海側エリ
アが対象地域 

（略） 

（３） 
半島沿岸部 

低平地エリア 

（略） （略） 

（３） （略） 

（２） 
⽯巻東エリア 

川⼝町１、２、３丁⽬の⼀部、
湊東１丁⽬の⼀部、⿂町１、
２、３丁⽬、渡波字⻑浜、松原
町の⼀部、⻑浜町の⼀部、幸町
の⼀部、渡波町３丁⽬の⼀部 
※上記津波注意報発表時に加
え、⾼盛⼟道路等より海側エリ
アが対象地域 

（略） 

（３） 
半島沿岸部 

低平地エリア 

（略） （略） 

（３） （略） 
55 ３ 避難指⽰等の伝達 

（１）避難指⽰の内容 
（略） 

ア〜エ （略） 
オ 避難 指⽰等の理由 
カ （略） 

（２）避難の周知 
ア 市は、避難 指⽰ の伝達を次の⽅法で⾏う。 
（ア）〜（オ） （略） 

イ （略） 
（３）関係機関への報告・通知 

（略） 

57 ３ 避難指⽰等の伝達 
（１）避難指⽰の内容 

（略） 
ア〜エ （略） 
オ 避難の指⽰等の理由 
カ （略） 

（２）避難の周知 
ア 市は、避難の指⽰等の伝達を次の⽅法で⾏う。 
（ア）〜（オ） （略） 

イ （略） 
（３）関係機関への報告・通知 

（略） 

県計画との整合 

55 第３ 避難誘導 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第３ 避難誘導】と同様とする。（地-119） 

第４ 避難所の開設 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第４ 避難所の開設】と同様とする。（地-120） 

57 第３ 避難誘導 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第３ 避難誘導】を準⽤する。（地-130） 

第４ 避難所の開設 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第４ 避難所の開設】を準⽤する。（地-130） 

⽤語の統⼀ 
 

55 
 

56 
 

第５ 避難所の運営 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第５ 避難所の運営】と同様とする。（地-120） 

第６ 在宅避難、⾞中⽣活等を余儀なくされた者等への⽀援対策 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第６ 在宅避難、⾞中⽣活等を余儀なくされた

者等への⽀援対策】と同様とする。（地-122） 
第７ 帰宅困難者対策 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第７ 帰宅困難者対策】と同様とする。（地-122） 
  
 
 

第８ 孤⽴集落対策 

58 第５ 避難所の運営 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第５ 避難所の運営】を準⽤する。（地-130） 

第６ 在宅避難、⾞中⽣活等を余儀なくされた者等への⽀援  
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第６ 在宅避難、⾞中⽣活等を余儀なくされた

者等への⽀援 】を準⽤する。（地-133） 
第７ 帰宅困難者対策 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第７ 帰宅困難者対策】を準⽤する。（地-134） 

この場合において、同節第７／３／（１）の記述「⼀⻫帰宅⾏動を抑制するため」
を「現在いる場所が津波に対して安全である場合は、⼀⻫帰宅⾏動を抑制するため」
と読み替える。 

第８ 孤⽴集落対策 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第８ 孤⽴集落対策】と同様とする。（地-123） 

第９ 広域避難 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第９ 広域避難】と同様とする。（地-123） 

【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第８ 孤⽴集落対策】を準⽤する。（地-134） 
第９ 広域避難 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第９ 広域避難】を準⽤する。（地-134） 

- （新設） 58 第１０ 在宅避難者への⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 12 節／第 10 在宅避難者への⽀援】を準⽤する。 

（地-135） 

県計画との整合 

57 第 13 節 応急仮設住宅等の確保 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 住宅の応急修理 （略）  
第２ 応急仮設住宅（建

設型応急住宅）等の
確保 

●（保）仮設住宅管理班、（建）
建築班 

東部⼟⽊事務所、宮城
県住宅課、宮城県震災
援護室 

第３ 応急仮設住宅（建
設型応急住宅）の維
持管理等 

●（保）仮設住宅管理班、（建）
住宅班 

宮城県震災援護室 

 

59 第 13 節 応急仮設住宅等の確保 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 住宅の応急修理 （略）  
第２ 応急仮設住宅（建

設型応急住宅）等の
確保 

●（保）⽣活再建⽀援班、（建）
建築班 

東部⼟⽊事務所、宮城
県住宅課、宮城県復興
⽀援・伝承課 

第３ 応急仮設住宅（建
設型応急住宅）の維
持管理等 

●（保）⽣活再建⽀援班、（建）
住宅班 

宮城県復興⽀援・伝承
課 

 
 

組織変更に伴う修正 

57 第１ 住宅の応急修理 
【地震災害対策編／第２章／第 13 節／第１ 住宅の応急修理】と同様とする。（地-124） 

第２ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）等の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 13 節／第２ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）等の確

保】と同様とする。（地-124） 
第３ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の維持管理等 
【地震災害対策編／第２章／第 13 節／第３ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の維持

管理等】と同様とする。（地-125） 

59 第１ 住宅の応急修理 
【地震災害対策編／第２章／第 13 節／第１ 住宅の応急修理】を準⽤する。（地-136） 

第２ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）等の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 13 節／第２ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）等の確

保】を準⽤する。（地-136） 
第３ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の維持管理等 
【地震災害対策編／第２章／第 13 節／第３ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の維持

管理等】を準⽤する。（地-137） 

⽤語の統⼀ 

58 第１４節 相談活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 相談活動 ●災対総務部、（保）⽣活再建⽀
援班、災害対策⽀部 

 
 

60 第１４節 相談活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 相談活動 ●（危）本部連絡室、（保）⽣活
再建⽀援班、災害対策⽀部 

 
  

組織変更に伴う修正 

58 第１ 相談活動 
【地震災害対策編／第２章／第 14 節／第１ 相談活動】と同様とする。（地-128） 

60 第１ 相談活動 
【地震災害対策編／第２章／第 14 節／第１ 相談活動】を準⽤する。（地-140） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
59 第１５節 要配慮者・避難⾏動要⽀援者への⽀援対策 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ 災害発⽣時避難

⽀援の構築 
（総）本部連絡室、（復）応援班
（地域振興課）、（保）救護班、 
●（保）援護班、（保）避難収容
班、（保）応援班（⼦育て⽀援
課、⼦ども保育課）、（産）商⼯
班、（教）学校教育班、（消）警
防班 

（略） 

第２ 避難誘導等の⽀
援 

 

第３ 避難所等におけ
る⽀援 

第４ 外国⼈や旅⾏者
への⽀援 

（略） 
 

61 第１５節 要配慮者・避難⾏動要⽀援者への⽀援対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 災害発⽣時避難
⽀援の構築 

（危）本部連絡室、（復）応援班
（地域振興課）、（保）救護班、 
●（保）援護班、（保）避難収容
班、（保）応援班（⼦育て⽀援
課、⼦ども保育課）、（産）商⼯
班、（教）学校教育班、（消）警
防班 

（略） 

第２ 避難誘導等の⽀
援 

 

第３ 避難所等におけ
る⽀援 

第４ 外国⼈や旅⾏者
への⽀援 

（略） 
    

組織変更に伴う修正 

59 第１ 災害発⽣時避難⽀援の構築 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第１ 災害発⽣時避難⽀援の構築】と同様とす

る。（地-129） 
第２ 避難誘導等の⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第２ 避難誘導等の⽀援】と同様とする。 

（地-129） 
第３ 避難所等における⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第３ 避難所等における⽀援】と同様とする。

（地-130） 
第４ 外国⼈や旅⾏者への⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第４ 外国⼈や旅⾏者への⽀援】と同様とする。

（地-131） 

61 第１ 災害発⽣時避難⽀援の構築 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第１ 災害発⽣時避難⽀援の構築】を準⽤す

る。（地-141） 
第２ 避難誘導等の⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第２ 避難誘導等の⽀援】を準⽤する。（地-141） 
 

第３ 避難所等における⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第３ 避難所等における⽀援】を準⽤する。 

（地-142） 
第４ 外国⼈や旅⾏者への⽀援 
【地震災害対策編／第２章／第 15 節／第４ 外国⼈や旅⾏者への⽀援】を準⽤する。

（地-143） 

⽤語の統⼀ 

60 第１６節 愛玩動物の収容対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ペット対策 ●（市）防疫班、（保）避難収容
班 

東部保健福祉事務所、 
宮城県獣医師会⽯巻⽀
部 

 

62 第１６節 家庭動物の収容対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 家庭動物に対す
る対策 

●（市）防疫班、（保）避難収容
班 

東部保健福祉事務所、
（公社）宮城県獣医師会
⽯巻⽀部 

 

県地域防災計画変更の反映 
記載の適正化 

60 第１ ペット対策 
【地震災害対策編／第２章／第 16 節／第１ ペット対策】と同様とする。（地-132） 

62 第１ 家庭動物に対する対策 
【地震災害対策編／第２章／第 16 節／第１ 家庭動物に対する対策】を準⽤する。 

（地-144） 

県地域防災計画変更の反映 

61 第１７節 ⾷料、飲料⽔及び⽣活必需品の調達・供給活動 
第１ ⾷料の供給 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第１ ⾷料の供給】と同様とする。（地-133） 

第２ ⽣活物資の供給 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第２ ⽣活物資の供給】と同様とする。（地-134） 

第３ 給⽔ 

63 第１７節 ⾷料、飲料⽔及び⽣活必需品の調達・供給活動 
第１ ⾷料の供給 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第１ ⾷料の供給】を準⽤する。（地-146） 

第２ ⽣活物資の供給 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第２ ⽣活物資の供給】を準⽤する。（地-148） 

第３ 給⽔ 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第３ 給⽔】と同様とする。（地-135） 

第４ 救援物資の受⼊れ 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第４ 救援物資の受⼊れ】と同様とする。 

（地-136） 
第５ 物資集配拠点の設置 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第５ 物資集配拠点の設置】と同様とする。 

（地-136） 

【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第３ 給⽔】を準⽤する。（地-148） 
第４ 救援物資の受⼊れ 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第４ 救援物資の受⼊れ】を準⽤する。（地-149） 
 

第５ 物資集配拠点の設置 
【地震災害対策編／第２章／第 17 節／第５ 物資集配拠点の設置】を準⽤する。 

（地-149） 
62 第１８節 防疫・保健衛⽣活動 

第１ 防疫活動 
【地震災害対策編／第２章／第 18 節／第１ 防疫活動】と同様とする。（地-137） 

第２ 保健衛⽣活動 
【地震災害対策編／第２章／第 18 節／第２ 保健衛⽣活動】と同様とする。（地-

138） 

64 第１８節 防疫・保健衛⽣活動 
第１ 防疫活動 
【地震災害対策編／第２章／第 18 節／第１ 防疫活動】を準⽤する。（地-150） 

第２ 保健衛⽣活動 
【地震災害対策編／第２章／第 18 節／第２ 保健衛⽣活動】を準⽤する。（地-151） 

⽤語の統⼀ 

63 第１９節 遺体等の捜索・処理・埋葬 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 遺体の捜索 ●（総）本部連絡室、（消）警防
班 

（略） 

第２ 遺体の収容・
処理 

（略） （略） 

第３ 遺体の埋葬 （略） （略） 
 

65 第１９節 遺体等の捜索・処理・埋葬 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 遺体の捜索 ●（危）本部連絡室、（消）警防
班 

（略） 

第２ 遺体の収容・
処理 

（略） （略） 

第３ 遺体の埋葬 （略） （略） 
  

組織変更に伴う修正 

63 第１ 遺体の捜索 
【地震災害対策編／第２章／第 19 節／第１ 遺体の捜索】と同様とする。（地-141） 

第２ 遺体の収容・処理 
【地震災害対策編／第２章／第 19 節／第２ 遺体の収容・処理】と同様とする。 

（地-141） 
第３ 遺体の埋葬 
【地震災害対策編／第２章／第 19 節／第３ 遺体の埋葬】と同様とする。（地-142） 

65 第１ 遺体の捜索 
【地震災害対策編／第２章／第 19 節／第１ 遺体の捜索】を準⽤する。（地-154） 

第２ 遺体の収容・処理 
【地震災害対策編／第２章／第 19 節／第２ 遺体の収容・処理】を準⽤する。（地-154） 
 

第３ 遺体の埋葬 
【地震災害対策編／第２章／第 19 節／第３ 遺体の埋葬】を準⽤する。（地-155） 

⽤語の統⼀ 

64 第２０節 災害廃棄物処理活動 
第１ 災害廃棄物の処理 

１〜６は、【地震災害対策編／第２章／第 20 節／第１ 災害廃棄物の処理】と同様と
する。（地-143） 
７ （略） 
第２ し尿の処理 
【地震災害対策編／第２章／第 20 節／第２ し尿の処理】と同様とする。（地-144） 

66 第２０節 災害廃棄物処理活動 
第１ 災害廃棄物の処理 

１〜６は、【地震災害対策編／第２章／第 20 節／第１ 災害廃棄物の処理】を準⽤す
る。（地-156） 
７ （略） 
第２ し尿の処理 
【地震災害対策編／第２章／第 20 節／第２ し尿の処理】を準⽤する。（地-157） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
65 第２１節 社会秩序の維持活動 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ 警備対策  （消）警防班 （略） 

第２ 物価監視  （保）応援班（総合相談セン
ター） 

（略） 

 

67 第２１節 社会秩序 維持活動 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 警備対策 地域安全推進課、（消）警防班 （略） 

第２ 物価監視 地域安全推進課、（保）応援班
（総合相談センター） 

（略） 

 

組織変更に伴う修正 

65 第１ 警備対策 
【地震災害対策編／第２章／第 21 節／第１ 警備対策】と同様とする。（地-145） 

第２ 物価監視 
【地震災害対策編／第２章／第 21 節／第２ 物価監視】と同様とする。（地-145） 

67 第１ 警備対策 
【地震災害対策編／第２章／第 21 節／第１ 警備対策】を準⽤する。（地-158） 

第２ 物価監視 
【地震災害対策編／第２章／第 21 節／第２ 物価監視】を準⽤する。（地-158） 

⽤語の統⼀ 

66 第２２節 教育活動 
第１ 災害発⽣時の対応 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第１ 災害発⽣時の対応】と同様とする。（地-

146） 
第２ 学校施設等の応急措置 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第２ 学校施設等の応急措置】と同様とする。

（地-146） 
第３ 教育の実施 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第３ 教育の実施】と同様とする。（地-147） 

第４ ⽂化財対策 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第４ ⽂化財対策】と同様とする。（地-148） 

68 第２２節 教育活動 
第１ 災害発⽣時の対応 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第１ 災害発⽣時の対応】を準⽤する。（地-159） 
 

第２ 学校施設等の応急措置 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第２ 学校施設等の応急措置】を準⽤する。

（地-159） 
第３ 教育の実施 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第３ 教育の実施】を準⽤する。（地-160） 

第４ ⽂化財対策 
【地震災害対策編／第２章／第 22 節／第４ ⽂化財対策】を準⽤する。（地-161） 

⽤語の統⼀ 

67 第２３節 防災資機材及び労働⼒の確保 
第１ 防災資機材の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 23 節／第１ 防災資機材の確保】と同様とする。（地-

149） 
第２ 労働⼒の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 23 節／第２ 労働⼒の確保】と同様とする。（地-149） 

69 第２３節 防災資機材及び労働⼒の確保 
第１ 防災資機材の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 23 節／第１ 防災資機材の確保】を準⽤する。（地-162） 
 

第２ 労働⼒の確保 
【地震災害対策編／第２章／第 23 節／第２ 労働⼒の確保】を準⽤する。（地-162） 

⽤語の統⼀ 
委員意⾒の反映修正 



石巻市地域防災計画 ［津波災害対策編］ 新旧対照表 

30 

 

⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
68 第２４節 公共⼟⽊施設等の応急対策 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ 公共⼟⽊施設 （略） 仙台河川国道事務所、北

上川下流河川事務所、＿
東部地⽅振興事務所、東
部⼟⽊事務所、⽯巻港湾
事務所、⽯巻地区広域⾏
政事務組合、宮城県道路
公社、東⽇本旅客鉄道

（株）仙台⽀社、東⽇本⾼
速道路（株） 

 

70 第２４節 公共⼟⽊施設等の応急対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 公共⼟⽊施設 （略） 仙台河川国道事務所、北
上川下流河川事務所、南
三陸沿岸国道事務所、東
部地⽅振興事務所、東部
⼟⽊事務所、⽯巻港湾事
務所、⽯巻地区広域⾏政
事務組合、宮城県道路公

社、東⽇本旅客鉄道
（株）仙台⽀社、東⽇本⾼

速道路（株） 
 

委員意⾒の反映修正 

68 第１ 公共⼟⽊施設 
【地震災害対策編／第２章／第 24 節／第１ 公共⼟⽊施設】と同様とする。（地-

150） 
  

 

70 第１ 公共⼟⽊施設 
【地震災害対策編／第２章／第 24 節／第１ 公共⼟⽊施設】を準⽤する。（地-163） 

この場合において、記述を以下の通りに読み替える。 
・同節第１／３／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編３−24 の抜粋」／１／
（１）「地震発⽣直後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくなった後）」
を「津波の危険がなくなった後」と読み替える。 

・同節第１／４／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編３−24 の抜粋」／１／
（１）「地震発⽣直後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくなった後）」
を「津波の危険がなくなった後」と読み替える。 

・同節第１／５／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編３−24 の抜粋」 
「地震発⽣後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくなった後）」を「津波
の危険がなくなった後」と読み替える。 

・同節第１／６／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編３−24 の抜粋」／１ 
「地震発⽣後（津波の危険がある場合は、津波の危険がなくなった後）」を「津波
の危険がなくなった後」と読み替える。 

・同節第１／６／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編３−24 の抜粋」／１ 
「地震災害後」を「地震・津波災害後」と読み替える。 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
69 第２５節 ライフライン施設等の応急復興 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ ライフライン施設 （建）ポンプ場班、 

●（建）巡視班 
宮城県下⽔道公社、東北電⼒ネ
ットワーク（株）⽯巻電⼒セン
ター、東⽇本電信電話（株）宮
城事業部、東⽇本旅客鉄道

（株）仙台⽀社、（⼀社）宮城県
LP ガス協会⽯巻地区各⽀部、
⽯巻地⽅広域⽔道企業団、⽯巻
ガス（株） 

 

71 第２５節 ライフライン施設等の応急復旧 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ ライフライン施設 （建）ポンプ場班、 
●（建）巡視班 

 東北電⼒ネットワーク（株）
⽯巻電⼒センター、NTT 東⽇
本（株）宮城事業部、東⽇本旅
客鉄道（株）仙台⽀社、（⼀
社）宮城県 LP ガス協会⽯巻地
区各⽀部、⽯巻地⽅広域⽔道企
業団、⽯巻ガス（株） 

 

⽤語の統⼀ 
県担当課意⾒の反映修正 
委員意⾒の反映修正 

 第１ ライフライン施設 
【地震災害対策編／第２章／第 25 節／第１ ライフライン施設】と同様とする。（地-

155） 

 第１ ライフライン施設 
【地震災害対策編／第２章／第 25 節／第１ ライフライン施設】を準⽤する。（地-

168） 

⽤語の統⼀ 

70 第２６節 危険物施設等の安全確保 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 危険物施設等の安全
対策 

（総）本部連絡室、 
●（総）広報班 

宮城県復興危機管理総務
課、⽯巻海上保安署、⽯
巻警察署、河北警察署、
⽯巻地区広域⾏政事務組
合消防本部、東部保健福
祉事務所 

 

72 第２６節 危険物施設等の安全確保 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 危険物施設等の安全
対策 

（危）本部連絡室、 
●（総）広報班 

宮城県防災推進課、⽯巻
海上保安署、⽯巻警察
署、河北警察署、⽯巻地
区広域⾏政事務組合消防
本部、東部保健福祉事務
所 

  

組織変更に伴う修正 

70 第１ 危険物施設等の安全対策 
【地震災害対策編／第２章／第 26 節／第１ 危険物施設等の安全対策】と同様とす

る。（地-159） 

72 第１ 危険物施設等の安全対策 
【地震災害対策編／第２章／第 26 節／第１ 危険物施設等の安全対策】を準⽤する。

（地-173） 

⽤語の統⼀ 

71 第２７節 農林⽔産業の応急対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 農林⽔産業 （略） いしのまき農業協同組
合、東部地⽅振興事務
所、⽯巻地区森林組合、
⽯巻地⽅農業共済組
合 、⽯巻市漁業協同組
合 

 

73 第２７節 農林⽔産業の応急対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 農林⽔産業 （略） いしのまき農業協同組
合、東部地⽅振興事務
所、⽯巻地区森林組合、
宮城県農業共済組合

（旧：⽯巻地⽅農業共済組
合）、⽯巻市漁業協同組合 

 

関係機関の組織変更に伴う修
正 

71 第１ 農林⽔産業 
【地震災害対策編／第２章／第 27 節／第１ 農林⽔産業】と同様とする。（地-161） 

73 第１ 農林⽔産業 
【地震災害対策編／第２章／第 27 節／第１ 農林⽔産業】を準⽤する。（地-175） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
72 第２８節 ⼆次災害・複合災害防⽌対策 

項  ⽬ 担 当 関係機関 
第１ 危険度判定 （略） （略） 
第２ ⾵評被害等の軽減 （略） （略） 
第３ ⽔防対策 （総）本部連絡室、●（産）

⽔産班、（建）総務班（河川
港湾⾼規格道路整備推進
課）、（建）道路班、（建）ポ
ンプ場班、（建）巡視班、

（消）警防班 

仙台河川国道事務所、北上
川下流河川事務所、東部⼟
⽊事務所、東部地⽅振興事
務所、⽯巻警察署、河北警
察署、⽯巻地区広域⾏政事
務組合消防本部  
 

第４ ⼟砂災害対策 ●（総）本部連絡室、（産）
農林班、（建）道路班 

（略） 

第５ 空き家等の把握 （略） （略） 
  

74 第２８節 ⼆次災害・複合災害防⽌対策 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 危険度判定 （略） （略） 
第２ ⾵評被害等の軽減 （略） （略） 
第３ ⽔防対策 （危）本部連絡室、●（産）

⽔産班、（建）総務班（河川
港湾⾼規格道路整備推進
課）、（建）道路班、（建）ポ
ンプ場班、（建）巡視班、

（消）警防班 

仙台河川国道事務所、北上
川下流河川事務所、東部⼟
⽊事務所、東部地⽅振興事
務所、⽯巻警察署、河北警
察署、⽯巻地区広域⾏政事
務組合消防本部、⽯巻市消
防団 

第４ ⼟砂災害対策 ●（危）本部連絡室、（産）
農林班、（建）道路班 

（略） 

第５ 空き家等の把握 （略） （略） 
  

組織変更に伴う修正 

72 第１ 危険度判定 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第１ 危険度判定】と同様とする。（地-163） 

第２ ⾵評被害等の低減 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第２ ⾵評被害等の軽減】と同様とする。（地-

164） 
第３ ⽔防対策 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第３ ⽔防対策】と同様とする。（地-164） 

第４ ⼟砂災害対策 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第４ ⼟砂災害対策】と同様とする。（地-164） 
  

 
 
第５ 空き家等の把握 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第５ 空き家等の把握】と同様とする。（地-165） 

74 第１ 危険度判定 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第１ 危険度判定】を準⽤する。（地-177） 

第２ ⾵評被害等の低減 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第２ ⾵評被害等の軽減】を準⽤する。（地-178） 
 

第３ ⽔防対策 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第３ ⽔防対策】を準⽤する。（地-178） 

第４ ⼟砂災害対策 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第４ ⼟砂災害対策】を準⽤する。（地-178） 
この場合において、同節第４／１／「宮城県地域防災計画 地震災害対策編３−28 の

抜粋」（２）の記述「地震、降⾬等による」を「津波侵⾷箇所の地震、降⾬等による」
と読み替える。 
第５ 空き家等の把握 
【地震災害対策編／第２章／第 28 節／第５ 空き家等の把握】を準⽤する。（地-179） 

⽤語の統⼀ 
県地域防災計画変更の反映 

73 第２９節 応急公⽤負担等の実施 
第１ 応急公⽤負担の権限 
【地震災害対策編／第２章／第 29 節／第１ 応急公⽤負担の権限】と同様とする。

（地-166） 
第２ 応急公⽤負担の措置 
【地震災害対策編／第２章／第 29 節／第２ 応急公⽤負担の措置】と同様とする。

（地-167） 

75 第２９節 応急公⽤負担等の実施 
第１ 応急公⽤負担の権限 
【地震災害対策編／第２章／第 29 節／第１ 応急公⽤負担の権限】を準⽤する。 

（地-180） 
第２ 応急公⽤負担の措置 
【地震災害対策編／第２章／第 29 節／第２ 応急公⽤負担の措置】を準⽤する。 

（地-181） 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
74 第３０節 ボランティア活動 

第１ ボランティアの活動拠点について 
【地震災害対策編／第２章／第 30 節／第１ ボランティアの活動拠点について】と同

様とする。（地-168） 
第２ 専⾨性のあるボランティア活動について 
【地震災害対策編）／第２章／第 30 節／第２ 専⾨性のあるボランティア活動につい

て】と同様とする。（地-169） 

76 第３０節 ボランティア活動 
第１ ボランティアの活動拠点について 
【地震災害対策編／第２章／第 30 節／第１ ボランティアの活動拠点について】を準

⽤する。（地-182） 
第２ 専⾨性のあるボランティア活動について 
【地震災害対策編）／第２章／第 30 節／第２ 専⾨性のあるボランティア活動につい

て】を準⽤する。（地-183） 

⽤語の統⼀ 

75 第３１節 海外からの⽀援の受⼊れ 
第１ 海外からの救援活動の受⼊れ 
【地震災害対策編／第２章／第 31 節／第１ 海外からの救援活動の受⼊れ】と同様と

する。（地-170） 

77 第３１節 海外からの⽀援の受⼊れ 
第１ 海外からの救援活動の受⼊れ 
【地震災害対策編／第２章／第 31 節／第１ 海外からの救援活動の受⼊れ】を準⽤す

る。（地-184） 

⽤語の統⼀ 

77 第３章 災害復旧・復興計画 
第１節 災害復旧・復興計画 
第１ 災害復旧・復興⽅針の決定等 
【地震災害対策編／第３章／第１節／第１ 災害復旧・復興⽅針の決定等】と同様と

する。（地-171） 
第２ 災害復旧計画 
【地震災害対策編／第３章／第１節／第２ 災害復旧計画】と同様とする。（地-171） 

第３ 災害復興計画 
【地震災害対策編／第３章／第１節／第３ 災害復興計画】と同様とする。（地-173） 

79 第３章 災害復旧・復興計画 
第１節 災害復旧・復興計画 
第１ 災害復旧・復興⽅針の決定等 
【地震災害対策編／第３章／第１節／第１ 災害復旧・復興⽅針の決定等】を準⽤す

る。（地-185） 
第２ 災害復旧計画 
【地震災害対策編／第３章／第１節／第２ 災害復旧計画】を準⽤する。（地-185） 

第３ 災害復興計画 
【地震災害対策編／第３章／第１節／第３ 災害復興計画】を準⽤する。（地-187） 

⽤語の統⼀ 

78 第２節 ⽣活再建⽀援 
第１ 被災者の⽣活確保 
【地震災害対策編／第３章／第２節／第１ 被災者の⽣活確保】と同様とする。（地-

175） 
第２ 被害家屋の調査・罹災証明等の発⾏ 
【地震災害対策編／第３章／第２節／第２ 被害家屋の調査・罹災証明等の発⾏】と

同様とする。（地-177） 

80 第２節 ⽣活再建⽀援 
第１ 被災者の⽣活確保 
【地震災害対策編／第３章／第２節／第１ 被災者の⽣活確保】を準⽤する。（地-

189） 
第２ 被害家屋の調査・罹災証明等の発⾏ 
【地震災害対策編／第３章／第２節／第２ 被害家屋の調査・罹災証明等の発⾏】を

準⽤する。（地-191） 

⽤語の統⼀ 

79 第３節 住宅復旧⽀援 
第１ 住宅復旧⽀援 
【地震災害対策編／第３章／第３節／第１ 住宅復旧⽀援】と同様とする。（地-179） 

81 第３節 住宅復旧⽀援 
第１ 住宅復旧⽀援 
【地震災害対策編／第３章／第３節／第１ 住宅復旧⽀援】を準⽤する。（地-193） 

⽤語の統⼀ 

80 
 
 
 

第４節 産業復興⽀援 
第１ 産業復興⽀援 
【地震災害対策編／第３章／第４節／第１ 産業復興⽀援】と同様とする。（地-180） 

 

82 
 
 
 

第４節 産業復興⽀援 
第１ 産業復興⽀援 
【地震災害対策編／第３章／第４節／第１ 産業復興⽀援】を準⽤する。（地-194） 

 

⽤語の統⼀ 
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⾴ 修正前 ⾴ 修正案 修正理由等 
81 第５節 都市基盤の復興対策 （略） 83 第５節 都市基盤の復興対策 （略）  
83 第６節 義援⾦の受⼊れ、配分 

第１ 義援⾦の受⼊れ、配分 
【地震災害対策編／第３章／第６節／第１ 義援⾦の受⼊れ、配分】と同様とする。

（地-183） 

85 第６節 義援⾦の受⼊れ、配分 
第１ 義援⾦の受⼊れ、配分 
【地震災害対策編／第３章／第６節／第１ 義援⾦の受⼊れ、配分】を準⽤する。 

（地-197） 

⽤語の統⼀ 

84 第７節 激甚災害の指定 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 激甚災害の調査 （略） 宮城県復興・危機管理総
務課 第２ 激甚災害の⼿続  

  

86 第７節 激甚災害の指定 
項  ⽬ 担 当 関係機関 

第１ 激甚災害の調査 （略） 宮城県防災推進課 
第２ 激甚災害の⼿続 

  

関係機関の組織変更に伴う修
正 

84 第１ 激甚災害の調査 
【地震災害対策編／第３章／第７節／第１ 激甚災害の調査】と同様とする。（地-184） 

第２ 激甚災害の⼿続 
【地震災害対策編／第３章／第７節／第２ 激甚災害の⼿続】と同様とする。（地-184） 

86 第１ 激甚災害の調査 
【地震災害対策編／第３章／第７節／第１ 激甚災害の調査】を準⽤する。（地-198） 

第２ 激甚災害の⼿続 
【地震災害対策編／第３章／第７節／第２ 激甚災害の⼿続】を準⽤する。（地-198） 

⽤語の統⼀ 

85 第８節 災害対応の検証 
第１ 検証の実施 
【地震災害対策編／第３章／第８節／第１ 検証の実施】と同様とする。（地-185） 

第２ 検証結果の反映 
【地震災害対策編／第３章／第８節／第２ 検証結果の反映】と同様とする。（地-186） 

87 第８節 災害対応の検証 
第１ 検証の実施 
【地震災害対策編／第３章／第８節／第１ 検証の実施】を準⽤する。（地-199） 

第２ 検証結果の反映 
【地震災害対策編／第３章／第８節／第２ 検証結果の反映】を準⽤する。（地-200） 

⽤語の統⼀ 


